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 「北海道における総合評価方式のガイドラインの制定について」（平成 22 年 3 月 31 日付け建技第 1344 号 農

政部長、水産林務部長、建設部長通達。以下「ガイドライン」という。）の改正に係る農政部が所管する工事にお

けるガイドラインの運用を定める。 

 

１ ガイドラインⅠ－２適用について 

農業農村整備事業等の工事で実施する総合評価落札方式の試行にあたり、ガイドラインで定めた基本事

項のほか、ガイドラインの運用を定め実施する。 

 

２ ガイドラインⅠ－３用語の定義について 

(5) Ａ等級対象額 

契約の種類が農業土木工事の請負契約の場合、７千万円以上がＡ等級対象額である。 

 

３ ガイドラインⅡ－３総合評価落札方式の適用区分 

「(2) 簡易型」について 

簡易型総合評価落札方式は、当面、工事難易度評価により次のタイプを適用する。 

適用区分は、予定価格が２千５百万円以上の工事に適用する。 

特定企業体運用基準対象額は、特定建設工事共同企業体を活用する指標としている予定価格の金額をい

う。なお、令和3 年4 月現在の金額は３億円となる。 

 ア 施工計画審査タイプ 

   (ｱ) 予定価格が特定企業体運用基準対象額以上５億円未満の工事。 

 (ｲ) 予定価格がＡ等級対象額以上特定企業体運用基準対象額未満で、表Ｃ工事難易度評価表（以下「難易

度評価表」という。）の大項目で２つ以上Ａ評価と判定された工事。 

イ 施工実績審査タイプ 

   (ｱ) 予定価格がＡ等級対象額以上特定企業体運用基準対象額未満で、表Ｃ難易度評価表の大項目でＡ評 

価が１つ以下と判定された工事。 

   (ｲ) 予定価格が２千５百万円以上Ａ等級対象額未満で、表Ｃ難易度評価表の大項目で１つ以上Ａ評価と判 

定された工事。 

   (ｳ) 「施工実績審査タイプ地域型の試行」は適用しない。 

  ウ 専門工事タイプ 

   「ウ 専門工事タイプ」は適用しない。 

 
適用区分イメージ図（表Ａ）

    予定価格

　　審査タイプ

凡例

　原則、総合評価落札方式を適用する範囲

特定企業体運
用基準対象額

Ａ等級対象額

２千５百万円

WTO対象額

５億円

標準型

簡易型

施工計画 施工実績
　　審査タイプ

　総合評価審査委員会で必要と認められた場合、または
　難易度評価１つ以上Ａ評価と判定により、総合評価落札
　方式を適用する範囲

難易度～低い難易度～高い
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４ 適用区分のまとめ（フロー） 

     

 

 

 

         

 

 

 

 

               

 

 

 

 

               

      

             

                          

 

 

  

          

 

 

 

※工事難易度評価表により大項目で２つ以上Ａ判定とならなかった場合、施工実績審査タイプによることができる。 

 

タ  イ  プ 総合評価落札方式を適用しな

い 

施工実績審査タイプ 施工計画審査タイプ※ ― ― 

評価値算出方法 加算方式 加算方式 加算方式 除算方式 

確実性審査の適否 × × × ○ 

予定価格が 

  ＷＴＯ対象額以上か？ 

予定価格が 

  ５億円以上か？ 

 
予定価格が 
  特定企業体運用基準 
  対象額以上か？ 

予定価格が 

 Ａ等級対象額以上か？ 

難易度評価大項目
で Ａ 評価が あ る
か？ 

 
難易度評価大項目で２
つ以上Ａ評価がある
か？ 

予定価格が 

 ２．５千万円以上か？ 

難易度評価大項目
でＡ評価がある 

NO 

NO 

NO 

NO 

YES 

YES 

YES 

NO 

YES YES 
YES 

YES 

NO 

NO 

YES 

NO 



3 
 

５ ガイドラインⅢ－３－１適用区分 

(1) 施工計画審査タイプ・施工実績タイプ 

表Ｃの工事難易度評価表によりタイプを選定する。 

また、予定価格が２千５百万円以上Ａ等級対象額未満で、総合評価審査委員会において必要と認められた工事は、施工実績審査タイプとする。 

 

 

表Ｂ   適用区分フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２千５百万円以上の工事 

施工実績審査タイプを適用 

２千５百万円以上 

Ａ等級対象額未満の場合 

Ａ等級対象額以上工事の場合 

（特定企業体運用基準対象額未満） 

大項目でＡ
評価が無い
場合 

大項目でＡ
評価が１つ
の場合 

大項目でＡ
評価が無い
場合 

大項目でＡ
評価が２つ
以上の場合 

大項目でＡ
評価が１つ
の場合 

適用しない 
施工計画審査 

タイプを適用 

工事難易度評価の判定 

工事難易度評価を判定する内容 
・構造物条件 
・技術特性 
・自然条件 
・社会条件 
・マネジメント特性 

※小項目でＢ評価が２つ以上該当した場合
は、該当する大項目でＡ評価とする。 

工事難易度評価の判定 
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表Ｃ

評価 評価

１．構造物条件 ① 規模
② 形状
③ その他

２．技術特性 ① 工法
② その他

３．自然条件 ① 湧水・地下水
② 軟弱地盤
③ 作業用道路・ヤード
④ 気象・海象
⑤ その他

４．社会条件 ① 地中障害物
② 近接施工
③ 騒音・振動
④ 水質汚濁
⑤ 作業用道路・ヤード
⑥ 現道作業
⑦ その他

５．マネイジメント特性 ① 他工区調整
② 住民対応
③ 関係機関対応
④ 工程管理
⑤ 品質管理
⑥ 安全管理
⑦ その他

注）１．評価内容には、規模等具体の状況が数値で記入可能なものについては、極力具体的に記述を行う。
２．小項目の評価で該当がないものには欄に「－」を記入する。また、B判定において該当する事例が複数あった場合でもB判定とする。
３．入札契約方式は、一般競争入札・指名競争入札などを記入する。
４．大項目でＡ評価が２つ以上あった場合は、施工計画審査タイプを適用する。
５．工事区分は、別紙「積算工種コード」の積算工種1を参照し記入する。また、構造物分類等は、積算工種2を参照し記入する。

工事区分
評価結果

（構造物分類等）

　工  　事　  番 　 号 工　     　期

評価項目
評　　価　　内　　容

大項目 小項目

工　事　難　易　度　評　価　表

　入  札  契  約  方  式

　工　　　事　　　名 予  定  価  格

○ ○ （総合）振興局  ○ ○ 課

    　　年　　月　　日
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６ ガイドラインⅢ－３－２－１簡易な施工計画の(1)(3)(4)について 

(1) 基本的な考え方 

ア 次表の①～③の中から、２つの項目を選択する。 

 

 

 

 

 

イ 選択した項目について、上表に示す様式により、入札参加者から簡易な施工計画を求める。 

 

(３) 各事項における技術的所見 

施工計画審査タイプは、より確実な技術力を評価するため、各事項に１つ技術的所見を求めるものとする。 

 

(４) 簡易な施工計画の評価基準・方法等 

ア  評価基準 

(ｳ) ガイドラインの評価基準は適用しない。 

 

イ 評価方法 

 (ｳ) 加点評価について 

様式－１、様式―２、様式―３の評価について、「○」、「－」、「×」を記載する。 

   ○：加点評価の対象とする 

   －：加点評価の対象としない 

   ×：実施不可 
 

(５) 該当項目がない場合 

工事難易度評価表により大項目で２つ以上Ａ判定とならなかった場合、求める「簡易な施工計画」がないもの

と判断し「施工実績タイプ」を適用する。 

 

(６) 求める「簡易な施工計画」に係る内容の提示 

求める「簡易な施工計画」に係る内容については、選定した簡易な施工計画の項目に係る具体的内容につい

て、様式１～３により入札参加者へ提示する。なお、落札者決定基準の別表として添付する。 

 

 

 

 

 
 

簡易な施工計画の項目 提出様式 

①工程管理に係る技術的所見 様式―１ 

②品質管理に係る技術的所見 様式―２ 

③施工上の対処すべき技術的所見 様式―３ 
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７ ガイドラインⅢ－３－２－２企業の施工能力 

(1)工事施行成績標準評価項目の「ア 評価対象の範囲」について 

ア 評価対象の範囲 

全道における（総合）振興局調整課又は農村振興課の当該工事と同じ入札参加資格の種類による工事を評

価する。 

    

８ ガイドラインⅢ－３－２－２企業の施工能力 

(1)工事施行成績標準評価項目の「エ その他の(ｱ)」について 

    平均点の算出（例）  

 評定点 

（４年前） 

評定点 

（３年前） 

評定点 

（２年前） 

評定点 

（１年前） 
平均点 備  考 

Ａ社 ○○点 ○○点 ８５点 ８８点 ８６．５点 小数第１位止め 

Ｂ社 ９０点 ８８点 なし なし ８９点  

Ｃ社 なし なし なし なし ６５点 実績が無い場合は６５点 

ＡＢＣ 
企業体 

企業体の場合 
（86.5＋89＋65）÷3= 80.166・・・ ８０．１点 

小数第２位を切り捨て１位止

め 

 

９ ガイドラインⅢ－３－２－２企業の施工能力 

「(2)工事等優秀者表彰標準評価項目」について 

農政部工事等優秀者表彰 標準評価項目 

技術評価項目 評価基準 配点 

企業の施
工能力 

北海道農政部工事等優秀

者表彰(道新技術・新製品

開発賞含む) 

過去１～３年間に表彰あり 1.00 

過去４～５年間に表彰あり 0.50 

なし 0.00 

ア 評価対象の範囲 

(ｱ) 当該工事と同じ入札参加資格の種類による北海道農政部工事等優秀者表彰を評価する。 

(1) 舗装工事・建築工事にあっては、北海道建設部工事等優秀者表彰で評価する。 

イ 評価対象期間 

(ｱ) 過去５年間とする。 

(ｲ) 過去５年間は、当該年度の前年度から起算するものとし、５年前の 4 月1 日から前年度の 3 月31 日まで

の期間に受賞した表彰として設定する。（公告日が令和3 年度の場合は、平成28 年4 月1 日から令和3

年3 月31 日までの期間に受賞した表彰とする。） 

ウ 評価基準 

     ガイドラインの評価基準は適用しない。 

 

１０ ガイドラインⅢ－３－２－２企業の施工能力 

「(３)建設管理部工事優良企業表彰標準評価項目」について 

ガイドラインの評価基準は適用しない。 

 

１１ ガイドラインⅢ－３－２－２企業の施工能力 

「過去10 年間の同種工事の経験」について 

過去１０年間の同種工事の経験 標準評価項目 

技術評価項目 評価基準 配点 

企業の施工
能力 

過去１０年間の同
種工事の経験 

同種工事の実績が当該工事規模以上 1.00 

同種工事の実績が当該工事規模の１／２以上 0.75 

同種工事の実績が当該工事規模の１／２未満 0.50 

なし 0.00 

(1) 同種工事の施工実績の規模で評価する。 
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(2) 同種工事とは、当該公告で求めた同種工事とする。 

(3) 施工した実績がコリンズ（工事実績情報サービス）の登録内容確認書（工事実績）の写し等の書面で確認でき 

る場合に評価する。 

(4) 評価対象期間は、過去１０年間とする。 

(5) 過去１０年間は、当該年度の前年度から起算するものとし、１０年前の 4 月1 日から前年度の 3 月31 日までの 

期間に引渡しが完了した工事を施工した経験として設定する。 

 （公告日が令和3 年度の場合：平成23 年4 月1 日から令和3 年3 月31 日までの期間に引き渡しが完了した 

工事の施工経験） 

(6)  工事内容によって（総合）振興局で評価基準を設定することができる。 

 

１２ ガイドラインⅢ－３－２－２企業の施工能力 

「(5)地域精通度（施工実績）標準評価項目のア 評価対象工事及びイ 評価対象期間」について 

ア 評価対象工事 

当該（総合）振興局調整課又は農村振興課発注の５百万円以上の工事を対象とする。なお、工事資格及び

工種等は問わない。 

施工実績（例） 

工事箇所と同じ地域での施工実績 適   用 

農業土木工事の実績 農政部所管工事であるので評価する。 

一般土木工事の実績 建設部所管工事であるので評価しない。 

舗装工事の実績（農政部所管事業） 農政部所管の舗装工事であるので評価する。 

 

   イ 評価対象期間 

    (ｱ) 評価対象期間は、過去１０年を基本とする。 

    (ｲ) 過去１０年間は、当該年度の前年度から起算するものとし、１０年前の 4 月1 日から前年度の 3 月31 日まで 

の期間に引渡しが完了した工事の施工実績として設定する。 

（公告日が令和 3 年度の場合：平成 23 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までの期間に引き渡しが完了

した工事の施工実績） 

 

１３ ガイドラインⅢ－３－２－２企業の施工能力 

「「(5)地域精通度（施工実績）標準評価項目のウ 評価基準」について 

過去１０年間の工事箇所と同じ地域での施工実績 標準評価項目 

技術評価項目 評  価  基  準 配点 

地域精
通度 

過去１０年間の
工事箇所と同じ
地域での施工
実績 

適

用 

１ 

過去５年間に工事箇所と同じ市町村管内 1.00 

過去１０年間に工事箇所と同じ市町村管内 0.90 

過去５年間に工事箇所と同じ耕地出張所管内 0.70 

過去１０年間に工事箇所と同じ耕地出張所管内 0.60 

過去５年間に工事箇所と同じ（総合）振興局管内 0.40 

過去１０年間に工事箇所と同じ(総合)振興局管内 0.30 

上記以外 0.00 

適

用 

２ 

過去５年間に工事箇所と同じ市町村管内 1.00 

過去１０年間に工事箇所と同じ市町村管内 0.90 

過去５年間に工事箇所と隣接する市町村管内 0.70 

過去１０年間に工事箇所と隣接する市町村管内 0.60 

過去５年間に工事箇所と同じ（総合）振興局管内 0.40 

過去１０年間に工事箇所と同じ(総合)振興局管内 0.30 

上記以外 0.00 

(1) 適用１は、耕地出張所がある総合振興局の場合。 

(2) 適用２は、耕地出張所がない（総合）振興局の場合。 
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(3) 隣接する市町村の範囲は、工事箇所と同じ（総合）振興局の範囲内とする。 

なお、（総合）振興局は、工事ごとに隣接する市町村の範囲を設定する。 

(4) 工事内容によって（総合）振興局で評価基準を設定することができる。 

 

１４ ガイドラインⅢ－３－２－２企業の施工能力 

「(5)地域精通度（施工実績）標準評価項目のエ その他」について 

施工実績に該当する工事が複数ある場合は、入札参加者は、評価が最も高くなると予想される工事を１つ選

択の上、施工実績を証明する資料として、別紙「地域精通度に関する調書」に施工場所、工事概要、契約金額等

を記載し、コリンズ（工事実績情報サービス）の登録内容確認書（工事実績）の写しを添付する。 

 

１５ ガイドラインⅢ－３－２－３配置予定技術者 

「(1)主任（監理）技術者の資格標準評価項目のウ 評価基準の(ｲ)」について 

(ｲ) 求める技術士の分野は、農業部門（選択科目「農業土木」・「農業農村工学」）及び建設部門を基本とする。 

なお、必要に応じ他の分野の技術士を求めることができる。 

 

１６ガイドラインⅢ－３－２－３配置予定技術者 

「(2)主任（監理）技術者の継続教育標準評価項目のア 評価対象の種類」について 

評価対象とする継続教育の種類は、次表のとおりとする。なお、必要に応じて適宜追加できる。 

団  体  名 単位 
推 奨 単 位 

１年間 ２年間 ３年間 ４年間 ５年間 

(一社)全国土木施工管理技士会連合会 ﾕﾆｯﾄ ２０以上 ４０以上 ６０以上 ８０以上 100 以上 

(公社)土木学会 単位 ５０以上 － － － － 

(公社)日本技術士会 CPD 時間 ５０以上 － 150 以上 － － 

(公社)農業農村工学会技術者継続教育機構 CPD 時間 ５０以上 － － － － 

上記以外の団体  各団体の推奨単位とする。 

注 推奨単位は、各団体が示す令和3 年1 月末現在の数字 

 

１７ガイドラインⅢ－３－２－３配置予定技術者 

「(2) 主任（監理）技術者の継続教育標準評価項目のイ 評価基準の(ｳ)」について 

農業農村工学会技術者継続教育機構の場合は、認定確定の８月を基準日とした期間とする。 

令和3 年8 月公告の場合まで：令和2 年8 月に証明された期間 

令和3 年9 月公告の場合以降：令和3 年8 月に証明された期間 

 

１８ ガイドラインⅢ－３－２－３配置予定技術者 

「(3)主任（監理）技術者の建設管理部優秀現場代理人表彰標準評価項目」について 

 主任（監理）技術者の（総合）振興局優秀技術者等表彰 標準評価項目 

技術評価項目 評価基準 配点 

配置予定技
術者 

主任（監理）技術者の
（総合）振興局優秀技術
者等表彰 

過去１～３年間に表彰あり 0.50 

過去４～５年間に表彰あり 0.25 

なし 0.00 

ア 評価対象の種類 

  求める表彰の種類は、各（総合）振興局調整課又は農村振興課発注工事における優秀技術者等表彰とする。 

 

イ 評価対象期間 

(ｱ) 過去５年間を基本とする。 

(ｲ) 過去５年間は、当該年度の前年度から起算するものとし、５年前の 4 月 1 日から前年度の 3 月 31 日まで

の期間に配置予定技術者が受賞した表彰として設定する。 
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（公告日が令和3 年度の場合、平成28 年4 月1 日から令和3 年3 月31 日までの期間に配置予定技術 

者が受賞した表彰とする。） 

 

ウ 評価基準 

(ｱ) 過去１～５年間に表彰がある場合、評価する。 

(ｲ) 当該(総合)振興局における表彰について評価対象とする。 

(ｳ) 各（総合）振興局管内の兼任予定の他工事と重複して評価しない。 

    なお、兼任予定の他工事が、次のいずれかの場合は評価対象とする。 

・当該工事の競争入札参加資格申請時点で、他工事の契約工期の終期が入札日の前日までであること。

（受注者の責によらない工期の延長の場合は、工期延長前の工期で判断する。） 

・当該工事の競争入札参加資格申請時点で、他工事の工事完成を通知していること。 

(ｴ) 「申請」は、申請した各（総合）振興局において、工事を落札するまで申請ができる。 

    ただし、複数の工事に重複して申請し先行する工事で落札予定者となった場合は、当該工事の次以降 

の申請済み工事の当該項目の評価は、0 点として評価値を算出する。 

    なお、先行する工事とは、入札日の早い順（同一入札日に複数申請している場合は、入札整理番号順） 

で判断することとし、評価点事後審査方式を含むものとする。 

    また、同一入札日で複数申請している工事の内、施工体制評価において積算内訳説明書の提出を求 

める必要があり、積算内訳説明書の確認・審査後でなければ施工体制評価点が確定しない工事（以下、 

「提出対象工事」という。）がある場合は、先に提出対象工事以外の工事を入札整理番号順に判断し、その 

後、提出対象工事を入札整理番号順に判断する。 

 

１９ ガイドラインⅢ－３－２－３配置予定技術者 

「(4)その他（主任（監理）技術者の場合）（ｱ）」について 

（ｱ）建設業法上兼任配置を認める場合の評価の扱いについては、次の通りとする。 
 

主任(監理)技術者の 兼任の場合 

(1)資格 重複して評価できる。 

(2)継続教育 重複して評価できる。 
(3)(総合)振興局優秀技術者

等表彰 
各(総合)振興局管内の兼任予定の工事と重複して評価しない。 

 

（参考例） ある監理技術者が、年度内に複数工事を担当する場合 
 

              監理技術者の想定 
 

(1)資格 
 一級土木施工管理技士 
 
(2)継続教育 
 推奨単位以上取得 
 
(3)(総合)振興局 
  優秀技術者表彰 
 2年前に受賞 

 
             

甲(

総
合)

振
興
局 

工事Ａ 
（監理技術者） 

契
約
工
期 

   

     

                 

 公
告 

参
加
申
請 

 

入
札
日 

工事Ｂ 
（監理技術者） 

   

 

 

                 

     

 

公
告 

参
加
申
請 

 

入
札
日 

工事Ｃ 
（監理技術者） 

 

 

                 
 

  工事Ａ 工事Ｂ 工事Ｃ   
(1)資格 評価 評価 評価  
(2)継続教育 評価 評価 評価  

(3)表彰 評価 評価しない 
（兼任の工事Ａで適用済のため） 

評価 
（適用済工事Ａは入札までに完成のため） 

（兼任の工事Ｂで非適用のため） 
 

 

２０ ガイドラインⅢ－３－２－３配置予定技術者 

「主任（監理）技術者等の配置経験（同種工事）」について 

主任（監理）技術者等の配置経験 

技術評価項目 評価基準 配点 

配置予定技
術者 

主任（監理）技術者等
の配置経験 

過去５年間に同種工事の配置経験あり 0.50 

過去１０年間に同種工事の配置経験あり 0.25 

なし 0.00 
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(1) 配置予定している主任技術者、監理技術者の配置経験を評価する。 

(2) 主任技術者、監理技術者、現場代理人、現場技術員として、当該公告で求めた同種工事の配置経験を評価

する。 

(3) 同種工事の工事規模は問わない。 

(4) 主任技術者、監理技術者、現場代理人、現場技術員として配置されたことが書面で確認できる場合に評価す

る。 

(5) 評価対象期間は、過去１０年間を基本とする。 

(6) 過去１０年間は、当該年度の前年度から起算するものとし、１０年前の 4 月1 日から前年度の 3 月31 日までの

期間に引渡しが完了した工事に配置された経験として設定する。 

 （公告日が令和3 年度の場合：平成23 年4 月1 日から令和3 年3 月31 日までの期間に引き渡しが完了した 

工事の配置経験） 

 

２１ ガイドラインⅢ－３－２－４担い手の育成・確保 

「(3) 担い手の育成・確保（地域での選択項目）標準評価項目」について 

担い手の育成・確保（地域での選択項目） 標準評価項目 

技術評価項目 評  価  基  準 配点 

担い手の育
成・確保 
（地域での選
択項目） 

新規の雇用 

新規の雇用あり 0.50 

なし 0.00 

労働環境
改善 

雇用環境へ

の取組 

建設雇用環境への取組あり 0.50 

なし 0.00 

仕事と家庭

の両立支援

の取組 

仕事と家庭の両立支援の取組あり 0.50 

なし 0.00 

高年齢者継続雇用 
高年齢者継続雇用の取組あり 0.50 

なし 0.00 

女性の活躍支援 
女性の活躍支援の取組あり 0.50 

なし 0.00 

地域独自設定項目 各発注機関が独自に設定できる項目とする 適宜 

  ※配点は、参考値であり指定項目は３項目以上とし、各（総合）振興局で設定できる。 

 ア  評価項目の選択 

    上表の技術評価項目の中から地域の実情等に応じて、（総合）振興局は、３項目以上の指定項目及び配点を 

設定し評価する。 

 

 イ  その他 

   (1) 上表の技術評価項目の配点は、参考値とする。 

(2) 各評価項目の詳細については、別表による。 

 

２２ ガイドラインⅢ－３－２－５地域の守り手確保 

「(1)主たる営業所の所在地標準評価項目のイ 評価基準の(ｲ)、(ｳ)、(ｴ)」について 

(ｲ) 当該工事の入札参加資格の要件に設定した地域範囲に応じて、次表の適用１及び適用２の中から選択す

る。 

主たる営業所の所在地 標準評価項目 

技術評価項目 評  価  基  準 配点 

地域の
守り手
確保 

主たる営業所
の所在地 

適

用 

１ 

工事箇所と同じ市町村管内 1.00 

工事箇所と同じ耕地出張所管内 0.75 

工事箇所と同じ（総合）振興局管内 0.50 

上記以外 0.00 

適 工事箇所と同じ市町村管内 1.00 
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用 

２ 

工事箇所と隣接する市町村管内 0.75 

工事箇所と同じ（総合）振興局管内 0.50 

上記以外 0.00 

(1) 適用１は、耕地出張所がある総合振興局の場合。 

(2) 適用２は、耕地出張所がない（総合）振興局の場合。 

(3) 隣接する市町村の範囲は、工事箇所と同じ（総合）振興局の範囲内とする。 

なお、（総合）振興局は工事ごとに隣接する市町村の範囲を設定する。 

(4) 工事内容によって（総合）振興局で評価基準を設定することができる。 

 

(ｳ)、(ｴ)の評価基準は適用しない。 

 

２３ ガイドラインⅢ－３－２－５地域の守り手確保 

「(2)災害時の協力等標準評価項目」について 

農業農村の有する多面的機能の維持増進活動 標準評価項目 

技術評価項目 評  価  基  準 配点 

地域の
守り手
確保 

農業農村の有す
る多面的機能の
維持増進活動 

過去３ヵ年度継続した活動 1.00 

過去２ヵ年度継続した活動 0.75 

継続していない複数年度の活動 0.50 

単年度の活動 0.25 

なし 0.00 

ア 評価対象 

(ｱ) 災害時の協力等は、農業農村の有する多面的機能の維持増進活動とする。 

(ｲ) 評価対象とする活動内容は、「農業農村整備事業関係の簡易型総合評価試行ガイドラインにおける地域

貢献（農業農村の有する多面的機能の維持増進活動）に関する取扱いについて（平成21 年5 月26 日付け

事調第230 号）による。 

(ｳ) 評価対象地域は、工事を施工する（総合）振興局管内とする。 

 

イ 評価期間 

(ｱ) 評価対象期間は、過去３ヵ年度を基本とする。 

過去３ヵ年度は、当該年度の前年度から起算するものとし、３年前の4月1日から前年度の3月31日まで 

の期間に活動した実績として設定する。 

 （公告日が令和3 年度の場合：平成30 年4 月1 日から令和3 年3 月31 日までの期間に活動した実績） 

(ｲ) 継続した活動とは、前年度の活動を含んでいること。 

令和3 年度の場合(例) 

ケース 
農業農村の有する多面的機能の維持増進活動 

配点 備 考 
H30 年度 R1 年度 R2 年度 

１ ○ ○ ○ 1.00 過去３ヵ年度継続した活動 

２  ○ ○ 0.75 過去２ヵ年度継続した活動 

３ ○ ○  0.50 継続していない複数年度の活動 

４ ○  ○ 0.50 継続していない複数年度の活動 

５ ○   0.25 単年度の活動 

 

２４ ガイドラインⅢ－３－２－５地域の守り手確保 

「(3)地域の安全・安心貢献度、地域経済への波及、地域社会貢献【地域での選択項目】標準評価項目」について 

地域の安全・安心貢献度、地域経済への波及、地域社会貢献【地域での選択項目】 標準評価項目 

技術評価項目 評  価  基  準 配点 

地域の守
り手確保 

地域の安
心・安全貢
献度 

緊急時の応急措置の実
績 

過去５年間に工事箇所と同じ（総合）振興局管内の実績あり 0.50 

なし 0.00 



13 
 

地域社会

貢献 

多様な雇用への取組 いずれかに該当あり（①障がい者就労支援、②協力雇用主制度、③新分野進

出優良建設企業表彰） 

0.50 

なし 0.00 

環境対策の認定制度等 登録又は認証あり 0.50 

なし 0.00 

季節労働者等の雇用実
績 

過去５年間に工事箇所と同じ市町村及び隣接市町村管内の実績 0.50 

過去５年間に工事箇所と同じ（総合）振興局管内の実績 0.25 

なし 0.00 

労働安全衛生活動 認定・認証又は活用実績等あり 0.50 

なし 0.00 

その他 地域独自設定項目 （総合）振興局が独自に設定できる項目とする 適宜 

地域経済

への波及 

地域企業の活用 適用１ 
地域内企業の
活用比率 

20%以上 0.50 

10%以上20%未満 0.25 

10%未満 0.00 

適用２ 
地域内企業の
活用計画 

下請活用計画の企業所在地が工事箇所と同じ市町村管内及び隣接市町村管内 0.50 

下請活用計画の企業所在地が工事箇所と同じ（総合）振興局管内 0.25 

なし 0.00 

地域経済活性化評価 工事予定入札額の５．０％以上 0.50 

工事予定入札額の２．５％以上 0.25 

なし 0.00 

  ※配点は、参考値であり指定項目は４項目以上とし、各（総合）振興局で設定できる。 

ア 評価対象 

上記表の技術評価項目の中から、地域の実情等に応じて、（総合）振興局が４項目以上の指定項目及び配点 

を設定し、評価する。 

イ  その他 

 (1) 上表の技術評価項目の配点は、参考値とする。 

 (2) （総合）振興局は、必要に応じて、技術評価項目を増減することができる。  

 (3) （総合）振興局は、必要に応じて、評価基準を設定することができる。 

 (4) 各技術評価項目の詳細については、別表による。 
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別表 担い手の育成・確保 

技術評価項目 留意事項等 

新規の雇用 【評価対象】 

・評価対象は以下いずれかの企業を評価対象とする。 

(ｱ) 過去５年間において、学校教育法に定める高校、高専、大学、大学院、専修学校等や職

業能力開発促進法に基づく公共職業能力開発施設を卒業した者を（卒業年度を含む４ヶ

年度以内）雇用した企業。 

(ｲ)  過去５年間において、建設業の許可を受けている企業に従事していた離職者を雇用し

た企業。なお、自社で解雇した職員を再び雇った場合は評価の対象としない。 

なお、(ｱ)と(ｲ)のいずれの場合においても次の要件を満たすこと。 

   ・令和3 年4 月1 日時点で３ヶ月以上の雇用関係にあり、雇用期間の定めのない雇用契

約労働者（いわゆる正規雇用）と継続雇用している企業を評価する。 

   ・採用時点において、満３５歳未満の者とする。 

  ※対象年齢の拡大や、高齢者雇用安定法に基づき雇用した企業を評価対象とするなど、

地域の就労環境に応じて、（総合）振興局で独自に評価対象の条件等を設定できる運

用とする。 

【評価期間】 

・過去５年間は、当該年度の前年度から起算するものとし、５年前の 4 月1 日から前年度の 3

月31 日までの期間。 

(公告日が令和3 年度の場合、平成28 年4 月1 日から令和3 年3 月31 日までの期間） 

【評価基準】 

・ガイドラインの評価基準は適用しない。 

雇用環境への取組 【評価対象】 

・評価対象は以下のいずれかの企業を評価対象とする。 

・道内に存する営業所（建設業法第３条）における「建設雇用改善優良事業所」北海道知事

表彰を受けた企業。 

・令和 3・4 年度の北海道建設工事等競争入札参加資格審査において、「通年雇用」で評価

された企業。 

【評価期間】 

・過去１０年間の表彰の受賞を評価する。 

・過去１０年間は当該年度の前年度から起算するものとし、１０年前の 4 月 1 日から前年度の

3 月31 日までの期間に受賞した表彰として設定する。 

（公告日が令和3年度の場合：平成23年４月１日から令和3年3月31日までの期間とする。） 

【その他】 

・表彰状の写しの提出を求める。 

仕事と家庭の両立

支援の取組 

【評価対象】 

・当該工事の入札参加資格審査申請書等の申込締切日の前日時点で、次のいずれかの企

業を評価対象とする。（認定期間や計画期間の終了日が公告日以降のものを有効） 

・「北海道働き方改革推進企業認定制度」の「仕事と子育て・介護等の両立」の取組分野に該

当があり、認定証の写しの提出があった企業。 

・「北海道あったかファミリー応援企業」として認定され、認定証の写しの提出のあった企業。 

・次世代育成支援対策推進法に規定する「一般事業主行動計画」の策定・届出を行い、当該

計画策定届（変更届）の提出のあった企業。 

高年齢者継続雇用 【評価対象】 

次のいずれかの企業を評価対象とする 

①令和3・4 年度の北海道建設工事等競争入札参加資格審査における「高年齢者継続雇 

用対策」の審査において評価された企業。 

②前年度の 4 月1 日時点において、満65歳以上の高年齢者を雇用しており、当該年度の 
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技術評価項目 留意事項等 

4 月 1 日時点においても同一の高年齢者を継続して雇用していることを確認できた企業

を評価対象とする。 

補足（②について） 

（公告日が令和 3 年度の場合、令和 2 年 4 月 1 日時点において、満 65 歳以上の高年齢

者を雇用しており、令和 3 年 4 月 1 日時点においても同一の高年齢者を継続して雇用して

いることを確認できた企業を評価する。令和 2 年 4 月 1 日が満 65 歳の誕生日の人を令和 2

年4 月1 日に雇用し、令和3 年４月１日まで雇用した場合は評価対象となる。） 

（高年齢者継続雇用の評価の考え方） 
      

   R2.4.1 R3.4.1 
【評価の判断】 

 
令和1年度＞ ＜令和2年度＞ ＜令和3年度 

       

 【考え方】 ・・・・・・  この間の継続雇用が 
確認できれば評価  

   

       
       

 ケース1  ★   
○ （R2.4.1～R3.4.1継続雇用であるため）   雇用(4月1日)   

        

 ケース2    ★  
× （R2.4.1から雇用していないため不可）  

   雇用  
        

 ケース３   ★   
× （R2.4.1から雇用していないため不可） 

 
  雇用   

        

 ケース4  ★ ☆   
× （R3.4.1時点で雇用していないため不可） 

 
 雇用 退職    

        

 ケース5 
 ★ ☆ ･･･ ★ ☆  

× （継続して雇用していないため不可） 
 

 雇用 退職  再雇用 退職   
        

 ケース6  ★    
○ （R2.4.1～R3.4.1継続雇用であるため） 

 
 雇用     

       

 

また、評価対象の高年齢者は、下記の①から③のいずれかの雇用形態に該当する場合

とする。ただし、会社の役員等の場合で、雇用保険の適用外となる「代表取締役」、「監査

役」、「合名会社・合資会社・合同会社の社員」及び「有限会社の取締役のうち会社を代表す

る取締役」は評価の対象外とする。 

①雇用期間の定めのない雇用契約労働者。 

②一定期間（１ヶ月、６ヶ月等）を定めて雇用されるものであっても、その雇用期間が反復

更新されて事実上①と同一の状態にあると認められる者。 

③日々雇用される者であっても、雇用契約が更新されて事実上①と同様の状態にあると

認められる者。 

【その他】 

入札参加者には、下記の１～３のいずれかの書類の提出を求める。 

１．健康保険被保険者証の写し及び雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し。 

２．雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し及び出勤簿や賃金台帳等の雇用して

いることを証明する書類の写し。 

３．雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し及び雇用保険被保険者資格喪失確認

通知書の写し。 

女性の活躍支援 【評価対象】 

次のいずれかの企業を評価対象とする。 

・令和3・4 年度の北海道建設工事等競争入札参加資格審査における「女性活躍支援」の審

査において評価された企業。 

・「北海道働き方改革推進企業認定制度」の「女性」の取組分野に該当があり、認定証の写し

の提出があった企業。（認定期間の終了日が公告日以降のものを有効） 

・「北海道なでしこ応援企業」として認定され、認定証の写しの提出のあった企業。（認定期

間や計画期間の終了日が公告日以降のものを有効） 

・当該工事の入札参加資格審査申請書等の申込締切日の前日時点で、女性活躍推進法に

規定する「一般事業主行動計画」の策定・届出を行い、当該計画策定届（変更届）の提出の

あった企業。（計画期間の終了日が公告日以降のものを有効） 
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技術評価項目 留意事項等 

地域独自設定項目 ・各（総合）振興局が独自に設定できる項目とする。 

 

別表 地域の守り手確保 

技術評価項目 留意事項等 

緊急時の応急措置

の実績 

【評価対象】 

・当該（総合）振興局管内で災害などの緊急時の応急措置の実績を評価対象とする。 

【評価期間】 

・過去５年間の実績を評価する。 

・過去５年間は当該年度の前年度から起算するものとし、５年前の 4 月1 日から前年度の 3 

月31 日までの期間に緊急時の応急措置の実績として設定する。 

（公告日が令和 3 年度の場合：平成 28 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までの期間とす

る。） 

【評価基準】 

・緊急時の応急措置は、災害時の応急工事、災害・事故等による緊急出動や施工などの対

応とする。 

・過去５年間に１回以上実績がある場合に評価する。 

【その他】 

・活動内容及び活動時期が客観的に判断できる資料（感謝状、お礼状、新聞記事の写しな

ど）の提出を求める。 

多様な雇用への取

組 

【評価対象】 

・評価対象は以下のいずれかの企業を評価対象とする。 

・令和3･4年度の北海道建設工事等競争入札参加資格審査において、「障がい者の就労支

援」で評価された企業。 

・保護観察所に協力雇用主として登録されている企業。 

・過去５年間において、新分野進出優良建設企業表彰を受けた企業。（公告日が令和 3 年

度の場合、平成28年4月1日から平成31年 3月31日までの期間に受賞した表彰とする。

※平成30 年度で表彰は終了。） 

【その他】 

・保護観察所が発行する証明書の写しの提出を求める。 

環境対策の認定制

度等 

【評価対象】 

・評価対象は以下のいずれかの認定又は認証登録により評価する。 

・評価対象とする認定制度等の種類は、ISO14001、北海道グリーン・ビズ認定制度「優良な

取組」部門、北海道環境マネジメントシステムスタンダード（HES）、エコアクション２１（EA21）

とする。 

・認定又は登録期間の終了日が公告日以後のものを評価対象とする。 

【その他】 

・認定証等の写しの提出を求める。 

季節労働者等の雇

用実績 

【評価対象】 
・設定した地域内の（総合）振興局調整課又は農村振興課発注工事で季節労働者等の雇用
した実績を評価対象とする。 

【評価期間】 
・過去５年間の活動実績を評価する。 
・過去５年間は当該年度の前年度から起算するものとし、５年前の 4 月 1 日から前年度の 3
月31 日までの期間に引き渡しが完了した工事での雇用実績として設定する。 

（公告日が令和3 年度の場合、平成28 年4 月1 日から令和3 年 3 月31 日までの期間に受

賞した表彰とする。） 

【評価基準】 
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技術評価項目 留意事項等 

・工事箇所と同じ市町村、隣接する市町村及び（総合）振興局管内で季節労働者及び農業
者を雇用した実績を評価する。 

【その他】 
・雇用労働者就労状況報告書の写しの提出を求める。 

労働安全衛生活動 
【評価対象】 

・評価対象とする認定制度等は、建設業労働安全衛生マネジメントシステム（コスモス）、労
働安全衛生マネジメントシステム（OHSAS18001）、労働安全コンサルタント等を活用して認
定・認証取得に向けた継続的な学習 
・認定又は認証の有効期限日が公告日以後のものを評価対象とする。 
・継続的な学習とは、認定・認証取得に向けてシステムの構築、システムの運用などに関す
る学習をいう。 

【評価基準】 
・認定又は認証登録により評価する。 
・労働安全コンサルタント等を活用している記録簿等により評価する。 

【その他】 
・認定証等の写しの提出を求める。 

地域企業の活用 
 
※適用１は、２億５
千万円以上の工事
に適用する。 
適用２は、２億５千
万円未満の工事に
適用する。 
なお、地域の実情
等応じて、選択が
できる。 

適用１：地域内企業の活用比率 
【評価対象】 

・請負額に対する、元請及び一次下請企業のうち地域内企業の施工額の割合（活用比率）
を評価対象とする。 
・地域内企業とは、当該（総合）振興局が設定した地域内に「主たる営業所」が存する企業と
する。 

【評価基準】 
・入札参加者から提出される「地域内企業活用比率」（様式-6-4）により評価する。 
・「地域内企業活用比率」は、次式により算出する。 
 

 
（小数点以下切り捨て） 

自 社 施 工 額：請負費のうち一次下請施工額以外の金額（税込） 
一次下請施工額：元請（自社）から一次下請企業への支払金額（税込） 

請 負 額：入札金額（税込） 
注） 元請が地域内企業及び地域外企業で構成される共同企業体である場合には、自社施工

額を出資比率で按分した金額を各構成員の施工額とし、そのうち地域内企業である構成員
の施工額を、「自社施工額のうち地域内企業施工額」とする。 

※ 計算例は次項参照 

 

（自社施工額＋一次下請施工額）のうち地域内企業施工額
請負額（予定）

地域内企業活用比率（％） ＝ ×100

計算例　１（単体企業）

入札金額（予定） 100,000,000

全体額
内

地域内企業

自社施工額 70,000,000 70,000,000
一次下請施工額 30,000,000 5,000,000

＝ 75%

地域内企業 70,000,000＋5,000,000

100,000,000活用比率＝

（単位：円）

× 100
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技術評価項目 留意事項等 

 
【その他】 

・当該振興局が設定した地域内とは、（総合）振興局管内を基本とする。なお、地域の実情、
工事の性格等に応じて、各（総合）振興局において設定できる。 
・主たる営業所とは、とは次のいずれかに該当するものをいう。 

a 建設業法許可申請書別表（建設業法施行規則（昭和 24 年建設省令第 14 号）様式１号
別表）の主たる営業所の欄に記載されているもの。 

b 会社法第27 条の本店で、かつ建設業法第３条の許可を有している営業所。 
【履行確認】 

・履行確認は、上記算定式により「地域内企業活用比率」を計算し確認する。 
① 地域内企業の一次下請施工額は、該当する下請負人選定通知書により確認する。 
② 自社施工額は、最終契約額（税込）から、一次下請施工額（総額）を差し引いて確認

する。なお、共同企業体の場合は、上記【評価基準】注）と同様の扱いとする。 

適用２：地域内企業の活用計画 
【評価対象】 

・地域内企業を一次下請（５百万円以上）で活用する計画を評価対象とする。 
・地域内企業の元請施工を評価対象とする。 
・地域内企業とは、当該（総合）振興局が設定した地域内に「主たる営業所」が存する企業と
する。 
・主たる営業所とは、建設業法許可申請書別表（建設業法施行規則（昭和 24 年建設省令第
14 号）様式１号別表）の主たる営業所の欄に記載されているものをいう。 

【評価基準】 
・元請施工会社・一次下請会社の所在地により評価する。 

【履行確認】 
・地域内企業を一次下請で活用した場合、地域企業の活用（実績）調書（様式-10）の提出を
求め、支出証拠書類等により履行を確認する。 

【その他】 
・下請契約を締結した時に施工体制台帳等の写しを求める。 

その他 ・各（総合）振興局が独自に設定できる項目とする。 

計算例　２（共同企業体）

入札金額（予定） 100,000,000

全体額
自社施工額 70,000,000
一次下請施工額 30,000,000

構成員 出資比率 備考
A社 0.50 35,000,000
B社 0.30 21,000,000 地域内
C社 0.20 14,000,000

全体額
内

地域内企業

自社施工額 70,000,000 21,000,000
一次下請施工額 30,000,000 5,000,000

＝ 26%

地域内企業 21,000,000　＋　5,000,000　
活用比率＝ 100,000,000

施工額

× 100

70,000,000
  ×出資比率

（単位：円）
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２５ ガイドラインⅢ－３－２－５地域の守り手確保 

「地域経済活性化評価」について 

地域経済活性化評価 標準評価項目 

技術評価項目 評価基準 配点 

地域の守り
手確保 

地域経済活性化評価 工事予定入札額の５．０％以上 0.50 

工事予定入札額の２．５％以上 0.25 

なし 0.00 

 

ア 評価対象 

(ｱ) 地域の商工業者から工事資材や物品等の調達する計画を評価対象とする。 

(ｲ) 評価対象とする地域は、工事箇所と同じ市町村管内 

(ｳ) 評価対象とする調達内容 

   ① 建設機械のリース及び油脂類等 

   ② 工事資材等 

   ③ 工事標識等 

   ④ 現場労務者及び現場従業員に係る費用等 

    ・慰安、娯楽に要する費用 

    ・作業用具及び作業被服 

    ・食事に要する費用等 

   ⑤ 事務用消耗品、新聞、参考図書等の購入 

 

イ 評価基準 

(ｱ) 地域経済活性化評価計画の提出 

   地域経済活性化評価の計画の有無を、様式-7 に記入のうえ提出すること。 

   また、契約後は、施工計画書提出時に、資材の調達予定内訳（品目、規格・寸法、数量、金額）を書面（様

式任意）で提出すること。 

(ｲ) 地域経済活性化率は、次式により算出する。 

 

                            調達予定金額 (円) 

地域経済活性化率  ＝                            × 100 (%) 

工事予定入札額 (円) 

※ 地域経済活性化率は、小数第２位を切り捨て１位止めとする。 

ウ 履行確認 

 (ｱ) 工事完成後に、地域経済活性化評価（実績）調書（様式-8）の提出を求める。 

 (ｲ) 支出証拠書類等により履行を確認する。 

    なお、設計変更等で当初請負金額が増額又は減額となった場合は、設計変更の内容を考慮し地域経

済活性化率の履行を確認する。 

 

２６ ガイドラインⅢ－３－２－６地域建設業経営環境評価 

「地域建設業経営環境評価 標準評価項目」について 

   地域建設業経営環境評価は、地域の状況に応じ発注者が技術評価項目の追加を可能とする。 

地域建設業経営環境評価表 標準評価項目 

技術評価項目 評  価  基  準 配点 

地域建設業経営環境評価 評価比率＜０．２５ 2.50 

０．２５≦評価比率＜０．５０ 2.10 

０．５０≦評価比率＜０．７５ 1.70 

０．７５≦評価比率＜１．００ 1.30 

１．００≦評価比率＜１．２５ 0.90 
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１．２５≦評価比率＜１．５０ 0.50 

１．５０≦評価比率 0.00 

 

イ その他 

 (ｲ) 過去５ヵ年度平均受注額（分母） 

ａ 過去５ヵ年は、当該年度の前年度から起算するものとし、５年前の 4 月 1 日から前年度の 3 月 31 日

までの期間に元請として当該（総合）振興局調整課又は農村振興課と契約を締結した工事の受注額

として設定する。（公告日が令和3 年度の場合、平成28 年4 月1 日から令和3 年 3 月31 日までの

期間に元請として当該（総合）振興局調整課又は農村振興課と契約を締結した工事の受注額とする。

ただし、平成28 年4 月1 日以前に契約し、平成28 年4 月1 日以降も工事が継続している工事につ

いても平成28 年4 月1 日以降分を受注額とする。） 

ｂ 債務負担工事等の年度を超える工事における受注額は、当該年度の最終支払額とする。ただし、

2・3 月入札で工期末が次年度となるゼロ国、翌債などの工事については、契約年度の受注額を 0 円

とし、完成年度の受注額はその工事の最終支払額を計上し、計算を行う。 

ｃ 平均受注額の算出にあたり、１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨て円止めとする。 

d 当該年度の当該（総合）振興局調整課又は農村振興課における受注実績がない場合は、配点を最

大で２．５０点とする。 

e 当該年度の当該（総合）振興局調整課又は農村振興課における受注実績がある場合は、配点を０．

００点とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        (ｳ) 当該年度末完成工事受注額（分子） 

ａ 当該年度末完成工事は、当該工事の入札参加資格審査申請書等の申請締切日の前日までに、元

請として当該（総合）振興局調整課又は農村振興課と契約している工事のうち、工事完成検査を実施

していない工事を受注額として設定する。 

ｂ 債務負担工事等の当初の工期設定が年度を超える工事における受注額は、当該年度の当初にお

ける支払予定額とする。また、2・3 月入札で工期が次年度となるゼロ国、翌債などの工事については、

契約年度及び完成年度ともにその当初契約額を計上し計算を行う。 

c 当初契約において、契約年度内の工期末を設定していた工事で、受注者の責めに帰さない要因に

よる工期延期に伴い、年度を越えることとなった場合については、契約年度は当初契約額を計上し、

完成年度の当該工事の受注額は、0 円として計算を行う。 

d  2・3 月のゼロ国、ゼロ道、翌債など、実質の工期が次年度以降となる入札における分子の計算は、

2・3 月の完成予定工事（入札参加申請締切日前日時点で契約年度内完成予定の工事）を分子から

除外して計算を行う。 

※申請締切日以降に手持ち工事が受注者の責めに帰さない要因により年度を超えることとなった場合

においても、分子から除外して計算を行うこととする。 

 

２７ ガイドラインⅢ－３－２－７減点項目 

「(1)減点標準評価項目のウ  その他」について 

(ｱ) 減点評価対象工事は、全道の（総合）振興局調整課又は農村振興課発注工事を対象とする。 

(ｳ) 減点に該当した場合は、重要な契約不適合に伴う修補（損害賠償）及び総合評価落札方式技術評価項目

分母の 

計算例 

  5年度前 4年度前 3年度前 2年度前 前年度 当該年度  
 

  4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1  
 

                   
  

  8千万                   

  3千万円 5千万円                  5千万円 
                       

       3億円            3億円 

       1億円 2億円             
                       

              1億円      1億円 
                       

             7億円    

             1億円 2億円 4億円   1億＋2億円 
                       

               
ゼロ道債 

2億円    

                   (対象外) 
                       

入
札 
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不履行報告書（様式-9）を事業調整課へ提出する。 

※ 工事施行成績が減点されている工事の取り扱いは、適用しない。 

 

２８ ガイドラインⅢ－３－２－８標準評価項目 

表Ｅとは、次表（Ｐ26）とする。 

 

２９ ガイドラインⅢ－３－２－８標準評価項目 

「(1)施工計画審査タイプのア 基本的な考え方の(ｱ)」について 

(ｱ) 施工計画審査タイプの技術評価点は、３０点を基本とする。 

 

３０ ガイドラインⅢ－３－２－８標準評価項目 

「(1)施工計画審査タイプのイ 配点案の(ｲ)」について 

(ｲ) 簡易な施工計画は、①②③の中から２項目を選択し、配点を１０点とする。 

 

３１ ガイドラインⅢ－３－２－８標準評価項目 

「(1)施工計画審査タイプのウ」について 

ウ 必要に応じて、企業の施工能力、配置予定技術者、担い手の育成・確保、地域の守り手確保及び技術評価 

点の満点（３０点）の配点を増減できる。 

 

３２ ガイドラインⅢ－３－２－８標準評価項目 

「(2)施工実績審査タイプのウ」について 

    ウ 「施工実績審査タイプ地域型の試行」は適用しない。 

 

３３ ガイドラインⅢ－３－２－８標準評価項目 

「(3)専門工事タイプ」について 

    「(3)専門工事タイプ」は適用しない。 

 

３４ ガイドラインⅢ－３－３共同企業体 

「(1)共同企業体の構成員としての実績の取扱いア各技術評価項目対する評価方法等」について 

  ア 各技術評価項目対する評価方法等は、次表のとおりとする。 

技 術 評 価 項 目 評 価 方 法 等 

企業の施工能力 

工事施行成績 各構成員の平均点の単純平均とする。 

工事等優秀業者表彰 

各構成員のうち、最も高いものを評価点とする。 ＩＳＯﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ 

同種工事の経験 

地域精通度 
各構成員のうち、最も高い評価点となり得るものを評

価する。 

配置予定技術者 

資  格 

各構成員の配置予定技術者がすべて特定できる場

合は、各構成員のうち、最も高いものを評価点とす

る。 

継続教育 

優秀技術者等表彰 

配置経験 

担い手の育成・確保 

技術者の追加配置 
構成員のいずれかにおいて申請した場合に評価す

る。 

技術職員の育成・確保 

各構成員のうち、最も高い評価点となり得るものを評

価する。 
新規の雇用 

雇用環境への取組 
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技 術 評 価 項 目 評 価 方 法 等 

仕事と家庭の両立支援 

高年齢者継続雇用 

女性の活躍支援 

地域独自設定項目 
地域の実情・評価項目に応じて各発注機関で評価方

法等を設定する。 

地域の守り手確保 

主たる営業所 

各構成員のうち、最も高い評価点となり得るものを評

価する。 

多面的機能の維持増進活動 

緊急時の応急措置 

多様な雇用への取組 

環境対策の認定制度等 

季節労働者等の雇用実績 

労働安全衛生活動 

地域独自設定項目 
地域の実情・評価項目に応じて各発注機関で評価方

法等を設定する。 

地域企業の活用 
各構成員のうち、最も高い評価点となり得るものを評

価する。 

地域経済活性化評価 各構成員の合計で評価する。 

地域建設業経営環境評価 
各構成員の受注額を分母及び分子ごとにそれぞれ

合算し、評価比率を算出する。 

減点項目 
重要な契約不適合の修補請求 構成員のいずれかに該当する事実がある場合に減

点する。 技術評価項目の不履行 

 

３５ ガイドラインⅢ－３－４履行確認・ペナルティ・評価結果の確認について 

「(1)履行確認」について 

工事の施工段階において、技術評価項目の不履行が発生した場合、その度合いに応じて、当該工事の工事

施行成績を減点する。 

なお、落札者に係る次の資料を工事監督員に交付し、工事開始後、工事監督員が履行状況を確認した上で、

以下に示す方法により減点する。 

工事監督員に交付する落札者に係る資料 

(1) 簡易な施工計画（様式－１～３） 

(2) 表Ｄ（評価対象及び評価数、総評価数の入ったもの） 

(3) 配置予定技術者調書（様式－５） 

(4) 担い手の育成・確保、地域の守り手確保調書（様式－６） 

(5) 地域経済活性化（計画）調書（様式－７） 

 
 なお、(1)、(3)、(4)、(5)については、履行確認内容（評価対象としたもの）を明確にした上で
工事監督員へ交付する。（例：配置予定技術者調書において、技術者が複数の候補者により
記載されている場合、評価対象とした技術者が分かるようにする。） 

 例１： 配置予定技術者調書において、技術者が複数の候補者により記載されている場合、評価
対象とした技術者がわかるようにする。 

 例２： 地域の守り手確保等調書(2)の「地域企業の活用＜適用１＞で共同企業体の場合、出資比
率がわかるようにする。 
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３６ ガイドラインⅢ－３－４履行確認・ペナルティ・評価結果の確認について 

「(2)減点・ペナルティ」について 

評価が下がる項目の組合せ 
減点数 

資 格 継続教育 優秀技術者等表彰 技術者の配置経験 

○ ○ ○ ○ ５点 

○  ○ ○ ５点 

○ ○  ○ ５点 

○ ○ ○  ５点 

○   ○ ４点 

○  ○  ４点 

○ ○   ４点 

 ○ ○ ○ ３点 

○    ３点 

  ○ ○ ２点 

 ○ ○  ２点 

 ○  ○ ２点 

 ○   １点 

  ○  １点 

   ○ １点 

 注 表中の「 ○ 」は、交代した配置予定技術者を示す。  
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３７ ガイドラインⅢ－４－１評価点事後審査方式の試行について 

農政部が発注する簡易型総合評価落札方式の適用工事において、技術評価時の事務負担の軽減を図ること

を目的に、入札参加者から技術評価項目申請書の各評価項目について自己採点を行った「評価点事後審査方

式自己採点申請書」（以下、「自己採点申請書」という。）（様式－12）の提出を求め、入札執行後に自己採点の評

価内容が明らかとなる技術資料に基づく評価の審査を行ったうえで、落札者を決定する方式（以下、「評価点事

後審査方式」という。）の試行を行う。 

 

(1)評価点事後審査方式 

ア 対象工事の選定 

評価点事後審査方式を行う工事は、施工実績審査タイプを適用する工事の中から、（総合）振興局において

選定するものとする。 

イ 入札の公告 

支出負担行為担当者は、入札の公告に当たっては、要領３に掲げる事項のほか、「当該入札は、「自己採点申

請書」により、落札候補者を選定し、落札候補者から提出のあった技術資料に基づく評価の審査を入札執行後

に行う試行工事であること」を周知するものとする。 

ウ 入札の方法等 

(ｱ) 「自己採点申請書」の提出 

「自己採点申請書」（様式－12）の提出は、競争参加資格確認申請と同時に、求めるものとする。 

(ｲ) 「技術評価項目申請書」の提出 

「技術評価項目申請書」（別記様式）の提出は、入札書と同時に、求めるものとする。 

(ｳ) 落札候補者の選定 

支出負担行為担当者は、入札価格が予定価格の制限の範囲内である者のうち、落札者決定基準において

示す総合評価の方法及び落札者の決定方法により得られた数値（以下、「評価値」という。）を、「入札金額」と

「自己採点申請書」により算出し、評価値の最も高い第一順位の者を落札候補者として選定する。 

(ｴ) 技術評価項目の審査等 

提出のあった技術資料に基づく「自己採点申請書」の審査及び評価は、落札決定基準に基づき支出負担行

為者が決定するものとする。 

技術資料に基づく審査は、評価値の最も高い第一順位の落札候補者について行うものとし、技術資料の審

査の結果、第一順位の落札候補者の自己採点に誤りがあり、評価値の順位に変動が生じた場合は、評価値の

高い方から第二順位の者を落札候補者として選定し、技術資料に基づく審査を行うものとする。なお、第二順

位の落札候補者の自己採点に誤りがあり評価値の順位に変動が生じた場合は、評価値の高い方から第三順

位の者を落札候補者とし、以降、順位に変動が生じない時点まで、順に審査及び評価を行うものとする。 

なお、技術評価項目申請書の記載内容を証明する資料のない場合、該当する評価項目の評価値を「０点」

として扱うものとする。 

開札後、発注者において落札候補者以外の「自己採点申請書」と「技術評価項目申請書」の確認は行わな

いものとする。 

エ 落札者の決定等 

支出負担行為担当者は、最も評価値の高い者を落札者とする。 

この場合において、最も評価値の高い者が2人以上いる場合は、くじ引きにより落札者を決定するものとする。 

オ 自己採点申請書の評価基準 

(ｱ) 支出負担行為担当者は、入札参加者が「自己採点申請書」により行った各項目の自己採点を超える評価は

行わない。 

(ｲ) 支出負担行為担当者は、落札候補者の自己採点に誤りがあった場合は、自己採点を超えない範囲で、評価

値を修正するものとし、ペナルティなどの措置は講じないものとする。 

カ 技術評価項目の評価結果の通知 

支出負担行為担当者は、自己採点申請書の審査及び評価の対象となった落札候補者のうち、自己採点に誤

りがあり支出負担行為担当者が修正した場合に限り、対象となる者に通知することとし、それ以外の場合は通知

しない。 

キ 技術評価項目の評価結果の説明 



25 
 

技術評価項目の評価結果の苦情については、「簡易型総合評価落札方式の試行の取扱いについて」（平成

18 年 5 月 18 日付け建情第 207 号農政部長、水産林務部長、建設部長通達）、「簡易型総合評価落札方式の試

行の運用について」（平成 18 年 5 月 25 日建情第 252 号建設部長通達）によることとするが、苦情の申立てがで

きる者は、技術評価項目の評価結果の通知を受けた者とする。 

ク 公表 

公表は、「簡易型総合評価落札方式の試行の取扱いについて」（平成18 年5 月18 日付け建情第207 号農政

部長、水産林務部長、建設部長通達）、「簡易型総合評価落札方式の試行の運用について」（平成 18 年 5 月 25

日建情第252 号建設部長通達）によることとする。 

 

(2) 評価点事後審査方式自己採点方式（入札時提出型）の試行概要 
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応札者全員提出 

C社 

B社 

A社 

技術資料 

C社 

B社 

A社 

自己採点 

 申請書 

入札書・内訳書 

発注者 

公告 

開札 

評価値算定 

技術資料審査 

評価値確定 

落札者決定 

落札候補者の決定 
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表Ｅ

評価点 配点 小計 配点 小計

7.50
7.00
6.50
6.00
5.50
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
1.00
0.50
0.00
0.50
0.00
1.00
0.75
0.50
0.00
1.00
0.90
0.70
0.60
0.40
0.30
0.00
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.50
0.00
0.50
0.25
0.00
0.50
0.25
0.00

なし 0.00

上記該当なし 0.00
0.50
0.25

0.00

　項目数は３項目以上、配点に応じて適宜設定 参考値

0.50
0.00
0.50
0.00
0.50

高年齢者継続雇用の取組あり 0.50
なし 0.00
女性の活躍支援の取組あり 0.50

地域独自設定項目 各発注機関が独自に設定できる項目とする 適宜
1.00
0.75
0.50
0.00
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00

　項目数は４項目以上、配点に応じて適宜設定 参考値
0.50

なし 0.00
0.50
0.00
0.50
0.00
0.50
0.25
0.00
0.50
0.00

その他 各発注機関が独自に設定できる項目とする 適宜
２０％以上 0.50
1０％以上２０％未満 0.25
1０％未満 0.00

0.50
0.25
0.00

工事予定入札額の５．０％以上 0.50
工事予定入札額の２．５％以上 0.25
なし 0.00

(2.50)
(2.10)
(1.70)
(1.30)
(0.90)
(0.50)
(0.00)

(1.00)
(0.50)
(0.00)

※施工計画、施工実績とは、施工計画審査タイプ、施工実績審査タイプをいう。

高年齢者継続雇用

女性の活躍支援

なし 0.00

１．２５≦評価比率＜１．５０

過去５年間に工事箇所と同じ市町村及び隣接市町村管内の実績

なし

いずれかに該当あり（①障がい者の就労支援、②協力雇用主制度、③新分野進出優良建設企業表彰）

1.5

各タイプ標準評価項目

技術評価項目
評　価　基　準 施工計画 施工実績

簡易な
施工計画

①工程管理に係わる
技術的所見

配点＝加点評価項目数÷評価対象項目数×５．０点 5.0

10.0
－

②品質管理に係わる
技術的所見

配点＝加点評価項目数÷評価対象項目数×５．０点 5.0

２項目選択③施工上の対処すべき

技術的所見
企業の

施工能力

工事施行成績 北海道発注工事の当該工事と同

じ入札参加資格による工事施行
成績の平均点は、過去２年間の

平均点を基本とする。ただし、
過去２年間に実績の無い企業は

当面の措置として、過去４年間
の平均点で評価する。

 ９３点　≦　平均点

7.5

0.5
ＩＳＯマネジメントシステムの

取得

ＩＳＯ９００１を取得

配点＝加点評価項目数÷評価対象項目数×５．０点 5.0

 　　　　　　平均点　＜　７７点

北海道農政部工事等優秀業者表
彰(道新技術・新製品開発賞含

む)

過去１～３年間に表彰あり　

1.0

 ７９点　≦　平均点　＜　８１点

 ７７点　≦　平均点　＜　７９点

7.5

過去４～５年間に表彰あり

なし
11.0

 ９１点　≦　平均点　＜　９３点

 ８９点　≦　平均点　＜　９１点

 ８７点　≦　平均点　＜　８９点

 ８５点　≦　平均点　＜　８７点

 ８３点　≦　平均点　＜　８５点

 ８１点　≦　平均点　＜　８３点

1.0

0.5
なし

過去１０年間の同種工事の経験 同種工事の実績が当該工事規模以上

1.0 1.0
同種工事の実績が当該工事規模の１／２以上

同種工事の実績が当該工事規模の１／２未満

なし

11.0

地域精通度（施工実績） 過去１０年間の工事箇所と同じ地域での施工実績

1.0 1.0

配置予定技術者 主任（監理）技術者の資格 技術士又は有資格期間５年以上の一級土木施工管理技士・一級建設機械施工技士

1.0

2.5

1.0

2.5

一級土木施工管理技士・一級建設機械施工技士

（有資格期間１０年以上）二級土木施工管理技士・二級建設機械施工技士

（有資格期間５年以上）二級土木施工管理技士・二級建設機械施工技士

上記以外

なし

主任（監理）技術者の継続教育 ＣＰＤの証明あり（推奨単位以上取得）
0.5 0.5

なし

主任（監理）技術者の（総合）
振興局優秀技術者等表彰

過去１～３年間に表彰あり

0.5 0.5過去４～５年間に表彰あり

0.5

技術職員の総数の減少が、３人以上

0.50

0.5過去１０年間に同種工事の配置経験あり

なし

②技術職員総数
の確保

0.50
0.5 0.5

2.5

技術職員の総数が、同数以上

主任（監理）技術者等の配置経

験

過去５年間に同種工事の配置経験あり

0.5

技術職員の総数の減少が、２人以下

技術職員の育

成・確保

技術職員の３５歳未満の割合が１５％以上又は新規技術者（３５歳未

満）が１％以上）

労働環

境改善

雇用環境への取

組

仕事と家庭の両
立支援の取組

仕事と家庭の両立支援の取組あり

担い手の育成・
確保

技術者の追加配置
一級・二級土木施工管理技士又は一級・二級建設機械施工技士の追加配置あり

①又は②の大き

い方

①若年技術職員

の育成・確保

なし
1.5

なし

地域で
の選択

項目
緊急時の応急措

置の実績

過去５年間に工事箇所と同じ（総合）振興局管内の実績あり

継続していない複数年度の活動

単年度の活動

過去５年間に新卒者、離職者の雇用実績あり

0.00

建設雇用への取組あり（①建設雇用改善優良事業所表彰　②通年雇用）

なし

1.0

地域の守り手確

保

地域の

安全・
安心貢

献度

主たる営業所の所在地 工事箇所と同じ地域内での主たる営業所

地域で
の選択

項目
新規の雇用

なし

地域社

会貢献

多様な雇用への

取組

環境対策の認定
制度等

過去５年間に工事箇所と同じ(総合）振興局管内の実績

4.0

農業農村の有する多面

的機能の維持増進活動

過去３ヵ年度継続した活動

1.0 1.0 
過去２ヵ年度継続した活動

労働安全衛生活
動

認定・認証又は活動実績あり

なし

地域独自設定項

登録又は認証あり

適用２
地域内企業の活

用計画

なし

季節労働者等の

雇用実績

下請活用計画の企業所在地が工事箇所と同じ市町村及び隣接市町村管内

０．２５≦評価比率＜０．５０

０．５０≦評価比率＜０．７５

０．７５≦評価比率＜１．００

2.0

4.0

なし

地域経

済への
波及

総合評価方式において技術評価項目の不履行を行った事例あり -1.0

計（満点）

地域建設業経営環境評価 評価比率＜０．２５

(2.5) (2.5)

地域企業の活用

過去６ヶ月の措置による減点
重要な契約不適合に伴う修補（損害賠償）請求を受けた事例あり -1.0

1.0

20.0
減点項目 評　価　基　準 配　　点

(2.5)
１．００≦評価比率＜１．２５

2.5

0.5

2.0

30.0
１．５０≦評価比率

地域経済活性化

評価

下請活用計画の企業所在地が工事箇所と同じ（総合）振興局管内

なし

適用１

地域内企業の活
用比率

(2.5)
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３８ ガイドラインⅣ資料編のⅣ－１簡易型総合評価落札方式実施フロー 

「１施工計画審査タイプﾟにおける実施フロー」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１　施工計画審査タイプにおける実施フロー

【タイプ選定】

【簡易な施工計画の項目を設定】

【評価項目の配点を設定】

【技術提案審査】

【施工体制評価】

【落札者の決定】

入札

簡易総合評価による評価値の算出
評価値＝価格評価点＋技術評価点＋施工体制評価点

工事着手

「適用区分」及び「工事難易度評価」により選定する。

配慮すべき事項等を判断し、次の①～③の中から項目を
選択する。

①工事管理の係る技術的所見
②品質管理に係る技術所見
③施工上の対処すべき技術的所見

簡易な施工計画：○○点、工事施行成績：○○点、優秀
業者表彰：○○点等～合計30点等
⇒標準評価項目（表Ｅ）に基づいて設定

施工体制評価

簡易施工計画の履行確認

求める項目及び事項の組合せは、ガイドラ
イン「Ⅲ-３-２-１簡易な施工計画(2)簡易
な施工計画の項目」による

学識経験者からの意見徴収
（総合評価検討会の開催）

落札者決定基準の決定
（総合評価審査委員会）

表Ｄにより、求めた項目について評価

必要に応じて
学識経験者からの意見徴収

工事施工成績評定への反映

告示・公募

簡易な施工計画等の評価・審査
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 「２施工実績審査タイプにおける実施フロー」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２　施工実績審査タイプにおける実施フロー

【タイプ選定】

【評価項目の配点を設定】

【技術評価項目審査】

【施工体制評価】

【落札者の決定】

必要に応じて
学識経験者からの意見徴収

「適用区分」及び「工事難易度評価」により選定する。

工事施行成績：○○点、優秀業者表彰：○○点等～合
計20点等
⇒標準評価項目（表Ｅ）に基づいて設定

学識経験者からの意見徴収
（総合評価検討会の開催）

落札者決定基準の決定
（総合評価審査委員会）

工事着手

履行確認 工事施工成績評定への反映

告示・公募

企業の施工能力等評価・審査

施工体制評価

入札

簡易総合評価による評価値の算出
評価値＝価格評価点＋技術評価点＋施工体制評価点
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 「３ 施工実績審査タイプ（評価点事後審査方式）における実施フロー」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３　施工実績審査タイプ（評価点事後審査評価）における実施フロー

【タイプ選定】

【評価項目の配点を設定】

提出

【施工体制評価】

【評価値の算定】

提出依頼

【技術評価項目審査】 【施工体制評価審査】 提出

【落札者の決定】

施工体制評価（仮）

企業の施工能力等評価・審査
（自己採点申請書内容

・技術資料確認）

総合評価審査委員会を開催

自己採点申請書を
下方修正した場合

積算内訳説明書
の提出がある場合

施工体制評価・審査
（積算内訳説明書の
提出がある場合）

　　　　　　　　　　自己採点評価による評価値の算定
　　自己採点評価値（仮）
　　　　　　　＝価格評価点＋技術評価点＋施工体制評価点（仮）

履行確認 工事施工成績評定への反映

落札候補者の決定

簡易総合評価による評価値の算出
評価値＝価格評価点＋技術評価点＋施工体制評価点

必要に応じて
学識経験者からの意見徴収

工事着手

積算内訳説明書

「適用区分」及び「工事難易度評価」により選定する。

工事施行成績：○○点、優秀業者表彰：○○点等～合計20点等
⇒標準評価項目（表Ｅ）に基づいて設定

学識経験者からの意見徴収
（総合評価検討会の開催）

落札者決定基準の決定
（総合評価審査委員会）

告示・公募

入札書・積算内訳書
技術評価項目申請書

自己採点申請書

入札
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３９ ガイドラインⅣ－２特記仕様書（簡易型総合評価落札方式）について 

特記仕様書への追加記載事項について、次のとおり例示する。 

 

(1) 施工計画審査タイプ 

技術評価項目について 

  

１ 責任の所在 

発注者が技術評価項目を適正と認めた場合においても、技術評価項目に係る施工に関する

受注者の責任は軽減されるものではない。 

 

２ 技術評価項目に係る履行確認 

簡易な施工計画、配置予定技術者、担い手の育成・確保、地域の守り手確保、地域経済活性

化評価に係る技術評価項目については、工事完了時において履行状況について確認を行う。 

 

３ 技術評価項目に係るペナルティ 

技術評価項目について、受注者が自らの責により申請を遵守することができない場合は、工

事施行成績採点表の評定点合計から減点するものとし、その内訳は次のとおりとする。 

なお、受注者の責によらない場合とは、自然災害又は特別な事情がある場合をいい、この場

合は、発注者及び受注者が別途協議して決定する。 

 

 (1) 簡易な施工計画 

ア 減点は、入札時に評価した簡易な施工計画の不履行が発生した場合で、入札時の評価が

下がる場合に減点する。 

イ 減点数は、１項目当たり最大５点とする。 

 

(2) 配置予定技術者 

ア 減点は、交代した技術者の資格、継続教育、優良技術者等表彰、配置経験の合計点が、

入札時に評価した合計点より劣り、評価が下がる場合に実施する。 

  なお、技術者の交代の理由が、死亡や健康上の理由、退職等、やむを得ない場合におい

ても評価が下がれば減点する。 

イ 減点数は、評価が下がる項目の組合せに応じて、最大５点とする。 

 ウ  追加配置技術者が交代する場合において、評価基準に該当しないことが判明した場合

は、減点５点とする。 

 (3) 担い手の育成・確保、地域の守り手確保、地域独自設定項目の不履行による減点 

ア 申請のあった計画に対して、明らかに不履行が認められ、入札時の評価が下がる場合に

減点する。 

イ 減点数は、１項目当たり一律５点とする。 

 

 (4) 地域経済活性化評価 

ア 申請のあった計画に対して、明らかに不履行が認められ、入札時の評価が下がる場合に

減点する。 

イ 減点数は、５点とする。 

※地域での選択項目、及び地域独自設定項目で、履行確認が不要となる評価項目については削除す

る。 
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(2) 施工実績審査タイプ 

技術評価項目について 

  

１ 責任の所在 

発注者が技術評価項目を適正と認めた場合においても、技術評価項目に係る施工に関する

受注者の責任は軽減されるものではない。 

 

２ 技術評価項目に係る履行確認 

配置予定技術者、担い手の育成・確保、地域の守り手確保、地域経済活性化評価に係る技術

評価項目については、工事完了時において履行状況について確認を行う。 

 

３ 技術評価項目に係るペナルティ 

技術評価項目について、受注者が自らの責により遵守することができない場合は、工事施行

成績採点表の評定点合計から減点するものとし、その内訳は次のとおりとする。 

なお、受注者の責によらない場合とは、自然災害又は特別な事情がある場合をいい、この場

合は、発注者及び受注者が別途協議して決定する。 

 

 (1) 配置予定技術者 

ア 減点は、交代した技術者の資格、継続教育、優良技術者等表彰、配置経験の合計点が、

入札時に評価した合計点より劣り、評価が下がる場合に実施する。 

  なお、技術者の交代の理由が、死亡や健康上の理由、退職等、やむを得ない場合におい

ても評価が下がれば減点する。 

イ 減点数は、評価が下がる項目の組合せに応じて、最大５点とする。 

ウ  追加配置技術者が交代する場合において、評価基準に該当しないことが判明した場合

は、減点５点とする。 

 (2) 担い手の育成・確保、地域の守り手確保、地域独自設定項目の不履行による減点 

ア 申請のあった計画に対して、明らかに不履行が認められ、入札時の評価が下がる場合に

減点する。 

イ 減点数は、１項目当たり一律５点とする。 

 

 (3) 地域経済活性化評価 

ア 申請のあった計画に対して、明らかに不履行が認められ、入札時の評価が下がる場合に

減点する。 

イ 減点数は、５点とする。 

※地域での選択項目、及び地域独自設定項目で、履行確認が不要となる評価項目については削除す

る。 
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４０ ガイドラインⅣ－４様式集について 

簡易型総合評価落札方式の様式は、次のとおりとする。 

 

別記様式  技術評価項目申請書 

様式 - 1  簡易な施工計画【工程管理に係る技術的所見】 

様式 - 2  簡易な施工計画【品質管理に係る技術的所見】 

様式 - 3  簡易な施工計画【施工上の対処すべき技術的所見】 

様式 - 4  企業の施工能力等調書 

様式 - 5  配置予定技術者調書（総合評価用） 

様式 - 6  担い手の育成・確保、地域の守り手確保調書 

様式 - 7  地域経済活性化評価（計画）調書 

様式 - 8  地域経済活性化評価（実績）調書 

様式 - 9  重要な瑕疵に伴う修補（損害賠償）及び総合評価落札方式技術提案不履行報告書 

様式 - 10  地域企業の活用（実績）調書 

様式 – 11 地域建設業経営環境評価調書 

様式 – 12 評価点事後審査方式 自己採点申請書 

別 紙   地域精通度に関する調書 
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　別記様式

　　　　　年　　月　　日

　（支出負担行為担当者）　　様

競争入札参加希望者

住　　所

商号又は名称

代表者氏名

（共同企業体の場合は企業体名を冠にすること）

1 　工 事 名

2 　技術評価項目

(1) 　工程管理に係る技術的所見　（様式－１）

(2) 　品質管理に係る技術的所見　（様式－２）

(3) 　施工上の対処すべき技術的所見　（様式－３）

(4) 　企業の施工能力　（様式－４）

(5) 　企業の施工能力（同種工事の経験） （コリンズの登録内容確認書の写し等）

(6) 　配置予定技術者　（様式－５）

(7) 　地域精通度(施工実績)（ｺﾘﾝｽﾞの登録内容確認書の写し）

(8) 　担い手育成・確保、地域の守り手確保　（様式－６）

(9) 　地域経済活性化評価（様式－７）

(10)   地域建設業経営環境評価（様式－11）

3 　問い合わせ先

　担  当  者 :

　部　　署 :

　電話番号 :

注 技術提案の(1)から(10)については、発注者から求められている事項以外は、適宜、削除すること。

注

注 地域建設業経営環境評価（様式－11）【別紙　留意事項】は提出不要とする。

（用紙寸法　日本工業規格A4）

　簡易型総合評価落札方式のための技術評価項目申請書を提出します。添付資料の内容については事実に相違
ないことを誓約します。

技術評価項目申請書

記

様式１、様式２、様式３については、会社（企業名）を記載したものと併せて記載していないものを提出す
ること。
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様式－ 1 

※　本表は、落札者決定基準の別表として添付し、 ※評価

　　入札参加者へ提示する。 ○：加点評価する

―：加点評価しない

×：実施不可

注1　A4用紙１枚以内にまとめること。

　2　ワープロソフト使用の場合、フォントサイズは、11ポイントを基本とする。

　3　所見でNETIS掲載の新技術・新工法がある場合は、NETIS番号を明記すること。

　　 また、NETIS掲載の新技術については、資料の添付は不要とし、NETIS掲載以外の新技術・新工法・

　　 特許工法等がある場合、必要に応じて、その技術内容や効果が把握出来るカタログ等の資料を技術

　　 的所見毎に１枚に限り、添付可能とする。なお、NETIS番号の不記載や番号の間違いは評価しない。

　4  提出された所見の内容の確認が必要な場合、追加資料又はヒアリングを求める場合がある。

　　 なお、差し替え及び再提出は認めない。 （用紙寸法　日本工業規格A4）

簡易な施工計画【工程管理に係る技術的所見】

工　　　事　 　　名：

会 社 （企業体） 名：

事　　　　項 所見の具体的内容 評　価

（記入例）

異常気象や緊急時の対応
において、工程遅延防止
のための、あらかじめ対
処しておくべき技術的な
工夫

①・・・・・

○

（記入例）

工程等の制約条件がある
場合において、所定の工
期内に完成させるため
に、主たる工種において
作業をの効率化を図る技
術的な工夫

①・・・・・ ○

工事の特性等に応じて、以下のア～エから２事項を選択する
ア 異常気象等の緊急時の対応において、工程遅延防止
イ 工期等の制約条件下で、主たる工種における作業の

効率化
ウ 周辺環境等の制約条件下での工程遅延防止に係る作

業の円滑化等
エ その他（個別の工事毎に、具体的に設定）
※ア～エは、表Ｄ評価表と連動

入札参加者が
左記の事項について、工程管理をより適
正に行うための技術的な工夫について、
具体的に、かつ簡素に記述する。

※事項ごとに、１つの所見とする。

NETIS掲載技術が無い場合、工程管理に係る技術的所見、品質管理に係る技術的所
見の２項目での評価では、２項目×２事項×１所見＝４枚まで資料を添付できる。

NETIS掲載技術の場合、技術NETIS番号◯◯-◯◯◯◯◯◯-◯を記載す
る。※添付資料は不要



35 
 

様式－ 2 

■評価テーマ ○○について

発注者が指定した「品質管理の対象」を記入

※　本表は、落札者決定基準の別表として添付し、 ※評価

　　入札参加者へ提示する。 ○：加点評価する

―：加点評価しない

×：実施不可

注1　A4用紙１枚以内にまとめること。

　2　ワープロソフト使用の場合、フォントサイズは、11ポイントを基本とする。

　3　所見でNETIS掲載の新技術・新工法がある場合は、NETIS番号を明記すること。

　　 また、NETIS掲載の新技術については、資料の添付は不要とし、NETIS掲載以外の新技術・新工法・

　　 特許工法等がある場合、必要に応じて、その技術内容や効果が把握出来るカタログ等の資料を技術

　　 的所見毎に１枚に限り、添付可能とする。なお、NETIS番号の不記載や番号の間違いは評価しない。

　4  提出された所見の内容の確認が必要な場合、追加資料又はヒアリングを求める場合がある。

　　 なお、差し替え及び再提出は認めない。 （用紙寸法　日本工業規格A4）

（記入例）

重要度の高い工事目的物
の品質の確保・向上を図
るために行う使用材料や
機材等における技術的な
工夫

①・・・・・

○

（記入例）

重要度の高い工事目的物
の品質の確保・向上を図
るため、当該工事目的物
の施工中に行う品質管理
に係る技術的な工夫

①・・・・・ ○

簡易な施工計画【品質管理に係る技術的所見】

工　　　事　 　　名：

会 社 （企業体） 名：

事　　　　項 所見の具体的内容 評　価

工事の特性等に応じて、以下のア～エから２事項を選択する
ア 品質の確保・向上を図るために行う使用資材や機材等の

技術的な工夫
イ 品質の確保・向上を図るため、施工中に行う技術的な工夫
ウ 品質の確保・向上を図るため、施工後・工事期間内に行う技

術的な工夫
エ その他（個別の工事毎に、具体的に設定）
※ア～エは、表Ｄ評価表と連動

入札参加者が
左記の事項について、品質のより確実な確
保又は品質の向上を図るための品質管理に
係る技術的な工夫を具体的、かつ簡素に記
述する。
※事項ごとに、１つの所見とする。

NETIS掲載技術が無い場合、工程管理に係る技術的所見、品質管理に係る技術的所
見の２項目での評価では、２項目×２事項×１所見＝４枚まで資料を添付できる。

NETIS掲載技術の場合、技術NETIS番号◯◯-◯◯◯◯◯◯-◯を記載す
る。※添付資料は不要
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様式－ 3 

※　本表は、落札者決定基準の別表として添付し、 ※評価

　　入札参加者へ提示する。 ○：加点評価する

―：加点評価しない

×：実施不可

注1　A4用紙１枚以内にまとめること。

　2　ワープロソフト使用の場合、フォントサイズは、11ポイントを基本とする。

　3　所見でNETIS掲載の新技術・新工法がある場合は、NETIS番号を明記すること。

　　 また、NETIS掲載の新技術については、資料の添付は不要とし、NETIS掲載以外の新技術・新工法・

　　 特許工法等がある場合、必要に応じて、その技術内容や効果が把握出来るカタログ等の資料を技術

　　 的所見毎に１枚に限り、添付可能とする。なお、NETIS番号の不記載や番号の間違いは評価しない。

　4  提出された所見の内容の確認が必要な場合、追加資料又はヒアリングを求める場合がある。

　　 なお、差し替え及び再提出は認めない。 （用紙寸法　日本工業規格A4）

簡易な施工計画【施工上の対処すべき技術的所見】

工　　　事　 　　名：

会 社 （企業体） 名：

事　　　　項 所見の具体的内容 評　価

（記入例）

周辺環境対策をより効果
的に行うための技術的な
工夫

①・・・・・

○

（記入例）

安全・安心な作業現場の
確保に加え、一般交通の
安全確保等のために行
う、より効果的な交通安
全対策に係る技術的な工
夫

①・・・・・ －

工事の特性等に応じて、以下のア～エから２事項を選択する
ア 周辺環境対策をより効果的に行うための技術的な工夫
イ 安全・安心な作業現場環境を確保するための安全管理等に

係る技術的な工夫
ウ 安全・安心な作業現場の確保に加え、一般交通の安全確保

等のために行う、より効果的な交通安全対策に係る技術的な
工夫

エ その他（個別の工事毎に、具体的に設定）
※ア～エは、表Ｄ評価表と連動

入札参加者が
左記の事項について、仕様書等に規定さ
れている対応方法に加えて、より安全で、
より効果的となるような技術的な工夫に
ついて、具体的に、かつ簡素に記述する。

※事項ごとに、１つの所見とする。

NETIS掲載技術が無い場合、工程管理に係る技術的所見、品質管理に係る技術的所
見の２項目での評価では、２項目×２事項×１所見＝４枚まで資料を添付できる。

NETIS掲載技術の場合、技術NETIS番号◯◯-◯◯◯◯◯◯-◯を記載す
る。※添付資料は不要
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様式－ ４ （事前登録済みの会社は提出不要）

◎

（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。）

◎ 工事施行成績は、当該工事と同じ入札参加資格の工種による工事のものを対象とする。

※　平均点は、小数第2位を切り捨て1位止めとする。

※　共同企業体の構成員としての実績の場合、請負人名欄は共同企業体の名称を記入する。

北海道農政部工事等優秀業者表彰（知事感謝状）等の有無 （　あ り　　・　　な し　）

※　表彰がある場合は、下欄に表彰年月日及び部門等を記入する。（農政部工事又は建設部舗装部門）

※　共同企業体の場合は、表彰のある会社名を記入する。

　表 彰 年 月 日

　表 彰 年 月 日

　表 彰 年 月 日

ISOマネジメントシステムの取得（登録）の有無 （　あ り　　・　　な し　）

※

　登録年月日 　　　　　年　　月　　日 　登 録 番 号

　有 効 期 限 　　　　　年　　月　　日

（用紙寸法　日本工業規格A4）

部　　門

表 彰 種 類

会　社　名

会　社　名

会　社　名

表 彰 種 類

道新技術・新製品開発賞 　　　　　年　　月　　日

　　　　　年　　月　　日

　　　　　年　　月　　日

企業の施工能力等調書

　取得（登録）している場合は、下欄に登録年月日、登録番号及び有効期限を記入し、登録証書の写しを併せて提出
する。

合　　計　　件　　数 　　　　　　　　　　　　件
合計点数

平  均  点

工　　　事　　　名：

会 社 （構成員） 名：

工事施行成績の評価対象は、（総合）振興局調整課又は農村振興課注工事で、　　年1月1日から　　年12月31日まで
の期間に、完成通知（元請）を受け、その後引渡が完了した工事とする。

工事施行成
績 評 定 点

請　負　人　名コリンズ番号完成年月日工　　事　　名
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様式－ ５ 

資　　格

注1 　共同企業体で申請する場合は、構成員ごとに作成し提出すること。

　2

　3

　4

　5 　継続教育の団体名欄に記載の団体名は、以下の略である。

・ 連 合 会 ：(一社)全国土木施工管理技士会連合会

・ 技術士会 ：(公社)日本技術士会

・ 農業農村 ：(公社)農業農村工学会技術者継続教育機構

・ 土木学会 ：(公社)土木学会

　6 　配置経験の従事役職の欄には、現場代理人、主任技術者、監理技術者の別を記入する。

　7

　8 　配置経験欄の工事内容は、当該公告で求めた工事工種とする。ただし、工事規模は問わない。　

　9

 10

（用紙寸法　日本工業規格A4）

発注機関名

工　事　名

配置予定技術者調書（総合評価用）

　配置予定技術者の候補者が4名以上となる場合は、本様式を複数枚作成し、用紙右上余白に「全○葉の内○号」と記入するこ
と。

　記載内容を証明する資料として、資格を証する書面、CPD受講証明書及び表彰状等の写しを併せて提出すること。

あ  り　・　な  し あ  り　・　な  し

○　○　振興局 ○　○　振興局 ○　○　振興局

工 事 内 容

　　　　年　　月　　日 　　　　年　　月　　日

契 約 工 期

　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　単位 　　　　　　　　　　　単位 　　　　　　　　　　　単位

　　　　　　　　　　　単位 　　　　　　　　　　　単位

　　　　　　　　　　　単位 　　　　　　　　　　　単位

　　　　　　　　　　　単位 　　　　　　　　　　　単位 　　　　　　　　　　　単位

表彰の有無 あ  り　・　な  し

施 工 場 所

契 約 金 額

従 事 役 職

継続教育
の取得単
位

登 録 番 号

　　　　　　年　　月　　日 　　　　　　年　　月　　日 　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　単位

　　　　　　　　　　　単位

団
 
体
 
名

登 録 番 号

種　　　類

取得年月日

登 録 番 号

種　　　類

取得年月日

工　　　事　　　名：

会 社 （構成員） 名：

生　年　月　日

種　　　類

○○　○○氏　　　　　名

　　　　　　年　　月　　日

 技術士（○○部門）

 ○級○○施工管理技士

　　　　　　年　　月　　日 　　　　　　年　　月　　日

あ  り　・　な  し

　現場代理人、主任技術者、監理技術者として配置されたことを証明できる資料を提出すること。

配置経験

　年　　月　　日生 　年　　月　　日生 　年　　月　　日生

取得年月日

　　　　　　年　　月　　日 　　　　　　年　　月　　日 　　　　　　年　　月　　日

あ  り　・　な  し申請の有無

優秀技術
者等表彰

表彰機関名

他工事と
兼任予定
兼

任

予

定

工

事

入札日

工事名

あり・参加申請中・なし

表彰年月日

　優秀現場代理人表彰を申請する場合、他工事との兼任、工事名、工期を記入すること。（当（総合）振興局発注の工事を記
入。）なお、他工事と兼任予定欄の「あり」は既発注工事、「参加申請中」は本様式提出時点で他に兼任を予定している入札参
加申請中の工事がある場合。

あり・参加申請中・なし あり・参加申請中・なし

　配置予定技術者を特定できない場合は、複数の候補者により提出することができる。ただし、この場合については、各候補者
のうち評価の合計が も低い者で評価する。

　優秀技術者等表彰は、当該（総合）振興局調整課又は農村振興課発注工事における表彰について評価する。（なお、他工事と
兼任する場合において、（総合）振興局発注の兼任する他工事の総合評価で評価された場合、また、当工事の入札時点で他工事
で評価され落札予定者となった場合は、当工事では評価しない。）

連 合 会
技術士会

農業農村

土木学会

あ  り　・　な  し
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様式－ ６ － １

技術者の追加配置

注1　共同企業体で申請する場合は、申請する構成員が作成し提出すること。

　2　追加技術者を特定出来ない場合は、複数の候補者により提出することが出来る。

　3　追加技術者の候補者が４名以上となる場合は、本様式を複数枚作成し、用紙右上余白に「全○葉の内○号」

　　と記入すること。

　4　記載内容を証明する資料として、資格を証する書面の写しを併せて提出すること。

技術職員の育成・確保 （事前登録済みの会社は提出不要）

①若年技術職員の育成・確保

・技術者の３５歳未満の割合が１５％以上　　　　　　　　　　（　該当　・　非該当　）

・３５歳未満の新規技術者の割合が１％以上　　　　　　　　　（　該当　・　非該当　）

②技術職員総数の確保

 ※　直近の前の経営規模等評価結果通知書（総合評価値通知書）の写しを提出する。

　　　直近の前の経営規模等評価結果通知書（総合評価値通知書）と、①若年技術職員の育成・確保で提出された直近の

　　経営規模等評価結果通知書（総合評価値通知書）で確認する。

　注1　共同企業体で申請する場合は、構成員ごとに作成し提出すること。

　　2

　　3

（用紙寸法　日本工業規格A4）

　経営規模等評価結果通知書（総合評価値通知書）（以下、「通知書」）に記載されている技術職員の総数は、通知書の
「技術職員」欄の 下段「合計」欄に記載された「一級、基幹、二級、その他」の人数を集計した総数を記載すること。

　　　　　　　　　・技術職員の総数が同数以上　　　　　　　（　同数以上　・　２人以下減少 ・ ３人以上減少　）

増減数
ア　直近の経営規模等評価結果通知書（総合評価値通知書）に記載されてい
る技術職員の総数

担い手の育成・確保　調書（１）

工　　　事　　　名：

会 社 （企業体） 名：

資　　格

氏　　　　　名

生　年　月　日

　　　　　　年　　月　　日

種　　類

取得年月日

登録番号

種　　類

イ　直近の前の経営規模等評価結果通知書（総合評価値通知書）に記載され
ている技術職員の総数

　用紙が複数枚となる場合は、用紙右上余白に「全○葉の内○号」と記入すること。

※直近の有効な経営規模等評価結果通知書（総合評定値通知書）の写しを提出する。

　上記通知書の記載
　・若年技術職員の継続的な育成及び確保「該当」＝技術者の35歳未満の割合が15％以上
　・新規若年技術職員の育成及び確保「該当」＝35歳未満の新規技術者の割合が1%以上

○○　○○

　年　　月　　日生 　年　　月　　日生 　年　　月　　日生

○○　○○

　　　　　　年　　月　　日 　　　　　　年　　月　　日

○○　○○

　　　　　　年　　月　　日

取得年月日

　　　　　　年　　月　　日

 ○級○○施工管理技士  ○級○○施工管理技士

登録番号

種　　類

　　　　　　年　　月　　日

取得年月日

登録番号

　　　　　　年　　月　　日 　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　年　　月　　日

 ○級○○施工管理技士
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様式－ ６ － ２

新規の雇用実績の有無 （　あ り　　・　　な し　）

※ 共同企業体の場合は、雇用実績のある会社名を記入する。

※

才

労働環境改善

雇用環境への取組

（　あ り　・　な し　）

※

仕事と家庭の両立支援の取組

　注1

　　2

　　3

その他

※ （総合）振興局が独自に設定できる。

　注1　発注者から求められている事項以外は、適宜、削除すること。

　　2

（用紙寸法　日本工業規格A4）

表　彰　年　月　日 　　　　年　　月　　日

新　卒　者
卒業学校名

卒業年月日 　　　　年　　月　　日卒業

①卒業証書又は卒業証明書の写し
②雇用契約書の写しなど雇用契約の内容がわかる書類
③健康保険加入者：健康保険厚生年金被保険者資格取得確認通知書の写し
＋健康保険厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し
④健康保険未加入者：雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
＋源泉徴収簿の写し
⑤３ヶ月以上継続雇用されていることがわかる書面（賃金台帳の写しなど）

・｢北海道働き方改革推進企業認定｣の｢仕事と子育て・介護等の両立｣の取組　　　（　あり　・　なし　）

・｢北海道あったかファミリー応援企業｣の認定　　　　　　　    　　　　　（　あり　・　なし　）

・次世代育成支援対策推進法に規定する｢一般事業主行動計画｣の策定    　　（　あり　・　なし　）

【提出資料】

離　職　者 会　社　名

【提出資料】

生　年　月　日 年　　月　　日生 採用時の年齢

①解雇通知書又は離職証明書の写し
②雇用契約書の写しなど雇用契約の内容がわかる書類
③健康保険加入者：健康保険厚生年金被保険者資格取得確認通知書の写し
＋健康保険厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し
④健康保険未加入者：雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
＋源泉徴収簿の写し
⑤３ヶ月以上継続雇用されていることがわかる書面（賃金台帳の写しなど）

　建設雇用優良事業所表彰がある場合は、下欄に表彰の別及び表彰年月日を記入し、表彰を証明する資料（表彰状等の写
し）を併せて提出する。また、令和3・4年度北海道建設工事等競争入札参加資格審査において「通年雇用」で評価された
企業を評価

　記入欄が不足する場合は、適宜、行を追加して作成することとし、用紙が複数枚となる場合は、用紙右上余白に「全○葉の内
○号」と記入すること。

担い手の育成・確保　調書（２）

工　　　事　　　名：

会 社 （企業体） 名：

過去５年間において、学校教育法に定める高校、高専、大学、大学院、専修学校等や職業能力開発促進法に基づく公共職
業能力開発施設を卒業した者の雇用。また、過去５年間において、建設業の許可を受けている企業に従事していた離職者
の雇用がある場合は、下欄に雇用者の氏名等を記入するとともに、雇用関係の判断できる資料を併せて提出する。

会　　社　　名

氏　　　　　名

　共同企業体で申請する場合は、構成員ごとに作成し提出すること。

　「北海道働き方改革推進企業認定」、「北海道あったかファミリー応援企業」による評価の場合は、認定証の写しを提出する
こと。

　次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」による評価の場合は、策定届（変更届）の写しを提出すること。
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様式－ ６ － ３

高年齢者継続雇用の取組

女性の活躍支援の取組

注1

　2

　3 　女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」による評価の場合は、策定届（変更届）の写しを提出すること。

その他

※ （総合）振興局が独自に設定できる。

　注1 　発注者から求められている事項以外は、適宜、削除すること。

　　2

（用紙寸法　日本工業規格A4）

※高年齢者については，令和2年４月１日時点で満65歳上の者（昭和30年４月1日以前に生まれた者）で令和2年４月１日以前に雇用し、
令和3年４月１日時点で、継続して雇用している者とする。

次のいずれかによる。
・令和3・4年度の北海道建設工事等競争入札参加資格審査における｢高年齢者継続雇用対策｣の評価　（　あ　り　・　な　し　）

・高年齢者を継続雇用している実績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　あ　り　・　な　し　）

　記入欄が不足する場合は、適宜、行を追加して作成することとし、用紙が複数枚となる場合は、用紙右上余白に「全○葉の内
○号」と記入すること。

次のいずれかによる。
・令和3・4年度の北海道建設工事等競争入札参加資格審査における｢女性活躍支援｣の評価　（　あ　り　・　な　し　）

・｢北海道働き方改革推進企業認定｣の｢女性｣の取組　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　あ　り　・　な　し　）

・｢なでしこ応援企業認定企業｣の認定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　あ り 　・　な し 　）

・女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」の策定　　　　　　　　　　　　　　　（　あ り　 ・　な し 　）

被雇用者年齢

被雇用者生年月日

　「北海道働き方改革推進企業認定」、「北海道あったかファミリー応援企業」による評価の場合は、認定証の写しを提出する
こと。

雇用年月日

被雇用者氏名

注1　共同企業体で申請する場合は、構成員ごとに作成し提出すること。
　2　入札参加者は、下記のいずれかの書類を提出すること。
　　　・健康保険被保険者証の写し及び雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し。
　　　・雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し及び出勤簿や賃金台帳等の雇用していることを証明する書類の写し。
　　　・雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し及び雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し。
　3  複数人該当する場合は、いずれか１名の記入及び添付資料を提出すること。

年　　　　月　　　　日

勤務先名称

勤務先の所在地
（都道府県・市町村名のみ）

担い手の育成・確保　調書（３）

工　　　事　　　名：

会 社 （企業体） 名：

年　　　　月　　　　日

満　　　　　歳（令和２年４月１日時点）

　共同企業体で申請する場合は、構成員ごとに作成し提出すること。
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様式－ ６ － ４ （事前登録済みの会社は提出不要）

注1 　共同企業体で申請する場合は、構成員ごとに作成し提出すること。

　2

　3

農業農村の有する多面的機能の維持増進活動の実績 （　あり　　・　　なし　）

注

緊急時の応急措置の実績の有無 （　あ り　　・　　な し　）

※

※

多様な雇用への貢献 （　あ り　・　な し　）

環境対策の認定制度等の有無 （　あ り　・　な し）

※

季節労働者等の雇用実績の有無 （　あ り　・　な し　）

※

※

　注1 発注者から求められている事項以外は、適宜、削除すること。

　　2

（用紙寸法　日本工業規格A4）

　　　　年　　月　　日 　　　　年　　月　　日

　確認書の交付を受けている場合は、申告書に記載した実施時期及び活動内容の概要を記入し、併せて確認書の公布日及び文書
番号を記入する。

　　　　年　　月　　日 　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日 　　　　年　　月　　日

　工事施行成績の記入欄が不足する場合は、適宜、行を追加して作成することとし、用紙が複数枚となる場合は、用紙右上余白
に「全○葉の内○号」と記入すること。

申　　　告　　　書 確　　認　　書

実　施　時　期 活動内容の概要 公　布　日 文　書　番　号

主たる営業所の所在
地

営業所名

住　　所

　乙型共同企業体（分担施工方式）の場合の工事施行成績は、分担する工事と同じ入札参加資格による工事のものを対象とす
る。

　ISO14001・「北海道グリーン・ビズ認定制度「優良な取組」部門」・HES・EA２１

　認定（登録）を受けている場合は、下欄に種類、認定（登録）年月日及び認定（登録）期間の終了日を記入すると伴に、
認定（登録）を証明する資料（認定証書等の写し）を併せて提出する。（４種類のうちいずれかで可）

 緊急時の応急措置場所

 緊急時の応急措置内容

 応急措置実施日 　　　　　年　　月　　日

（応急措置の概略を記入）

地域の守り手確保　調書（１）

　申請者は評価が も高くなると予想される実績を１つ選択し記載すること。

工　　　事　　　名：

会 社 （企業体） 名：

　活動実績がある場合は、下欄にその内容の概略を記入すると伴に、活動内容及び活動時期が客観的に判断できる資料を併
せて提出する。

記入欄が不足する場合は、適宜、行を追加して作成することとし、用紙が複数枚となる場合は、用紙右上余白に「全○葉の
内○号」と記入すること。

①　令和3・4年度北海道建設工事等競争入札参加資格審査において「障がい者の就労支援」を評価

②　｢協力雇用主｣は、保護観察所に協力雇用主として登録している企業を評価
　　・登録先の保護観察所が発行する証明書の写しを提出する。

③　新分野進出優良建設企業表彰の実績がある場合は、下欄に表彰年月日を記入する。
　　・表彰を証明する資料（表彰状等の写し）を提出する。

表　彰　年　月　日 　　　　年　　月　　日

　雇用実績がある場合は、下欄に工事の施工場所及び工期を記入し、雇用労働者就労状況報告書の写しを併せて提出する。

　申請者は評価が も高くなると予想される実績を１つ選択し記載すること。

　施工場所 　工　期 　　　　年　　月　　日

種　　類

　　　　年　　月　　日期間の終了日　　　　年　　月　　日認定（登録）年月日
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様式－ ６ － ５

工　　　事　　　名：

会 社 （企業体） 名：

労働安全衛生活動の有無 （　あ り　・　な し）

※

※

その他
※ 　（総合）振興局が独自に設定できる。

地域企業の活用　＜適用１＞　地域内企業の活用比率 （　あ り　・　な し　）

地域企業の活用　＜適用２＞　地域内企業の活用計画の有無 （　あ り　・　な し　）

※

※ 　下請契約を締結した時に施工体制台帳等の写しを工事監督員に提出する。

注1 一次下請会社が複数ある場合は、主たる会社の会社名・所在地を記入すること。

注2 共同企業体で申請する場合は、代表の構成員が作成し提出すること。

　注1 　発注者から求められている事項以外は、適宜、削除すること。

　　2

（用紙寸法　日本工業規格A4）

　記入欄が不足する場合は、適宜、行を追加して作成することとし、用紙が複数枚となる場合は、用紙右上余白
に「全○葉の内○号」と記入すること。

  開　始　日 　　　　年　　月　　日   終　了　日

地域の守り手確保　調書（２）

　地域内企業の元請施工・地域内企業を一次下請で１社以上活用（５百万円以上）する計画の有無を記入する。

　　　　年　　月　　日

※地域企業活用予定比率について、該当する項目に「レ」を記入する。

　　　地域内企業活用比率　　　　　　　□　２０％以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□　１０％以上２０％未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□　１０％未満

　認定（登録）を受けている場合は、下欄に種類、認定（登録）年月日及び認定（登録）期間の終了日を記入す
ると伴に、認定（登録）を証明する資料（認定証書等の写し）を併せて提出する。（3種類のうちいずれかで可）

　労働安全コンサルタント等を活用した場合は、下欄に学習の開始日及び終了日を記入すると伴に、学習内容が
客観的判断できる資料を併せて提出する。

種　　類
　建設業労働安全衛生マネジメントシステム（コスモス）・労働安全衛生マネジメントシステム
（OHSAS)・労働安全コンサルタントの活用

認定（登録）年月日 　　　　年　　月　　日   期間の終了日 　　　　年　　月　　日

所在地一次下請会社（地域内企業）

元請会社（地域内企業）

会社名

会社名 所在地
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様式－ ７ 

工　　　事　　　名：

会 社 （企業体） 名：

資材等調達の有無 （　あ り　・　な し　）

地域経済活性化率 （ ％ ）

地域経済活性化率は、次式により算出する。

工事予定入札額　（円）

※

（用紙寸法　日本工業規格A4）

　契約相手方は、施工計画書の提出時に、資材調達予定内訳（品目、規格・寸法、数量、金額）を書面（様式任
意）提出すること。

地域経済活性化評価（計画）調書

調達先市町村名

地域経済活性化率 ＝
調達予定金額　（円）

× 100 (%)
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様式－８

：

：

Ⅰ

注１　工事完成通知書と併せて工事監督員へ提出する。

　　　履行確認は、支出証拠書類の提示を受け、次式により算出した率で判断する。

地域経済活性化評価（実績）の計算

（用紙寸法　日本工業規格A4）

規格・寸法 数量 単位 支払金額

地域経済活性化評価（実績）調書　

工 事 名

会社（構成員）名

　工事施工に係る必要な資材等を工事場所と同じくする市町村から調達した実績を下欄に
記入する。

調達先市町村名

Ⅱ　資材等の調達

品　　　目

地域経済活性化率（％）＝ ×１００
支 払 金 額

終 請 負 金 額

計
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様式-９

ア 重要な契約不適合に伴う修補（損害賠償）請求

イ 総合評価方式において技術評価項目の不履行

（用紙寸法　日本工業規格A4）

振興局名 工事番号 工　　事　　名 工　期 請 負 金 額（円） 請負業者名 工事検査日 不履行内容

重要な契約不適合に伴う修補（損害賠償）及び総合評価落札方式技術評価項目不履行報告書

振興局名 工事番号 工　　事　　名 工　期 請 負 金 額（円） 請負業者名
修補（損害賠
償）請求日

請 求 内 容
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様式－ １０ －１

　地域企業の活用実績（地域内企業の活用比率）

（工事内容の概略を記入）

（工事内容の概略を記入）

（工事内容の概略を記入）

（工事内容の概略を記入）

（工事内容の概略を記入）

（工事内容の概略を記入）

（工事内容の概略を記入）

　注1 　工事完成通知書と併せて提出する。

　　2

（用紙寸法　日本工業規格A4）

活用比率（％）　　　　　　　　　　（円） 終請負金額 　　　　　　　　　　（円）地域内企業金額合計

終下請金額合計 　　　　　　　　　　　　　　　（円）

④
下請負人名 主たる営業所所在地

終下請金額 　　　　　　　　　　　　　　　（円） 下請工事の内容

③
下請負人名 主たる営業所所在地

終下請金額 　　　　　　　　　　　　　　　（円） 下請工事の内容

②
下請負人名 主たる営業所所在地

終下請金額 　　　　　　　　　　　　　　　（円） 下請工事の内容

主たる営業所所在地

終下請金額 　　　　　　　　　　　　　　　（円） 下請工事の内容

終元請金額合計 　　　　　　　　　　　　　　　（円）

　記入欄が不足する場合は、適宜、行を追加して作成することとし、用紙が複数枚となる場合は、用紙右上余白に「全○葉
の内○号」と記入すること。

①
下請負人名

③
元請負人名 主たる営業所所在地

終元請金額 　　　　　　　　　　　　　　　（円） 工事の内容

②
元請負人名 主たる営業所所在地

終元請金額 　　　　　　　　　　　　　　　（円） 工事の内容

①
元請負人名 主たる営業所所在地

終元請金額 　　　　　　　　　　　　　　　（円） 工事の内容

地域企業の活用（実績）調書
工　　　事　　　名：

会 社 （企業体） 名：
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様式－ １０ －２

　地域企業の活用実績（地域内企業の活用計画）

（工事内容の概略を記入）

（工事内容の概略を記入）

（工事内容の概略を記入）

（工事内容の概略を記入）

　注1 　工事完成通知書と併せて提出する。

　　2

（用紙寸法　日本工業規格A4）

地域企業の活用（実績）調書
工　　　事　　　名：

会 社 （企業体） 名：

①

下請負人名 主たる営業所所在地

終下請金額 　　　　　　　　　　　　　　　（円）

終下請金額

下請工事の内容

②

下請負人名 主たる営業所所在地

　　　　　　　　　　　　　　　（円） 下請工事の内容

　　　　　　　　　　　　　　　（円）

終下請金額

終下請金額

③

下請負人名 主たる営業所所在地

　記入欄が不足する場合は、適宜、行を追加して作成することとし、用紙が複数枚となる場合は、用紙右上余白に「全○葉
の内○号」と記入すること。

④

下請負人名 主たる営業所所在地

　　　　　　　　　　　　　　　（円） 下請工事の内容

　　　　　　　　　　　　　　　（円） 下請工事の内容

終下請金額合計
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様式－ 11 

　　～

　　～

　　～

　　～

　　～

　　～

　　～

　◎　過去５カ年度平均受注額

注１　共同企業体で申請する場合は、構成員ごとに作成し提出すること。

　２　共同企業体で施工中の工事おける受注額は、各構成員の出資比率（請負比）により算出した金額とする。

　　なお、算出に当たり１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨て円止めとする。

　３　過去５カ年度平均受注額の各年度受注額で、債務負担行為等の年度を越える工事における受注額は、当該年度の 終支払額とする。

　　　ただし、2・3月入札で工期末が次年度となるゼロ国、翌債などの工事については、契約年度の受注額を0円とし、完成年度の受注額はその工事の 終支払額を計上し、計算を行う。

　４　過去５カ年度平均受注額の算出にあたり１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨て円止めとする。

　５　記入欄が不足する場合は、適宜、行を追加して作成することとし、用紙が複数枚となる場合は、用紙右上余白に「全○葉の内○号」と記入すること。

（用紙寸法　日本工業規格A4）

受注額（円）
①

※全体額を記入

受　注　額工　　　事　　　名 工　　　期
当該年度末完成工事

受注額（円）
※共同企業体の場合③を記入

　　　過去５カ年度平均受注額（円）

受注者名
（共同企業体名）

構成員として
の受注額（円）

①×②＝③

対象期間　：　（　平成２８年４月１日　～　令和３年３月３１日　）

地域建設業経営環境評価調書

工　　　事　　　名：

会 社 （企業体） 名：

◎当該年度の末完成工事受注額
※元請として、当該（総合）振興局調整課または農村振興課と契約を締結している工事のうち、当該工事の入札参加資格審査申請書等の締切日の前日までに工事完成検査を実施してい
ない工事（予定を含む）の工事名、受注金額等を下欄に記入する。なお、2・3月入札のゼロ国、ゼロ道、翌債等、実質の工期が次年度以降となる工事においては、2・3月の完成予定工
事（入札参加申請締切日前日時点で契約年度内完成予定の工事）を当該年度の未完成工事から除外する。

工事
番号

出資比率
（請負比）

②

共同企業体の場合の受注額
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様式－11【別紙 留意事項】 

地域建設業経営環境評価調書の記載上の留意事項 
【分母＜過去５カ年度平均受注額＞について】 

①  対象期間 
平成２８年４月１日から令和３年３月３１日 

② 対象工事 
①の期間に元請として、当該（総合）振興局調整課又は農村振興課と契約を締結した工事とする。 

③ 債務負担工事等の年度を超える工事における受注額は、当該年度の最終支払額とする。 
※ 実際の支払日（振込日）が事務処理上、新年度となっていても当該年度として計算する。 

④ ③の工事のうち、２月～３月入札で工期末が次年度となる「ゼロ国」、「翌債」などの工事は、以下のとおりとする。 

・契約年度の受注額：０円 
・完成年度の受注額：最終支払額 

⑤ 平均受注額の算出で１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨て円止めとする。 
 
【分子＜当該年度未完成工事受注額＞について】 

① 対象期間 
当該年度 

② 対象工事 
当該工事の入札参加資格審査申請書等の申請締切日の前日までに、元請けとして当該（総合）振興局調整課又は農村振興課と契約を締結し

ている工事のうち、工事完成検査を実施していない工事を対象とする。 
③ 受注額 

④、⑤以外は、当初契約額とする（契約変更があっても当初契約額） 
④ 債務負担工事等の当初の工期設定が年度を超える工事における受注額は、当該年度の当初における支払予定額とする。 

※ 契約変更で当初の支払予定額が変更になっていても、当初の支払予定額とする。 
⑤ ④の工事のうち、３カ年以上の工事において中間年にあたる場合は、当該年度の当初における最新支払限度額とする。 
⑥ ④の工事のうち、２月～３月入札で工期末が次年度となる「ゼロ国」、「翌債」などの工事は、以下のとおりとする。 

・契約年度の受注額：当初契約額 
・完成年度の受注額：当初契約額 

⑦ 当初契約において、契約年度内の工期末を設定していた工事で、受注者の責めに帰さない要因による工期延期等に伴い、年度を超えること

となった場合については、以下のとおりとする。 
・契約年度の受注額：当初契約額 
・完成年度の受注額：０円 

 ⑧ 2・3 月のゼロ国、ゼロ道、翌債など、実質の工期が次年度以降となる入札における分子の計算は、2・3 月の完成予定工事（入札参加締切 
日前日時点で契約年度内完成予定の工事）を分子から除外して計算を行い、申請締切日以降に手持ち工事が受注者の責めに帰さない要因によ 
り年度を超えることとなった場合においても、分子から除外して計算を行うこととする。 

⑨ 共同企業体での未完成工事受注額については、出資比率により算出する。 
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様式－ 12

当該工事に関する、総合評価落札方式評価点事後審査方式に伴う自己採点申請書を提出します。

また、落札候補者となった際の発注者による確認において、申請した得点に錯誤があった場合、その得点の上方修正は認められず、下方修正されることについて承諾いたします。

なお、「減点項目」に該当する場合に、発注者で減点項目欄に減ずる得点を記入し修正することについて承諾します。

緊
急
時
の
応
急
措
置

多
様
な
雇
用
へ
の
取
組
み

環
境
対
策

季
節
労
働
者
雇
用

労
働
安
全
活
動

そ
の
他

地
域
企
業
活
用

地
域
活
性
化

事前登録の有無
　登録あり：○
　登録なし：－

得点

※1　経営環境評価の当該年度末完成工事受注額（分子）は、申請時点において、下記のとおりとして算出しています。

　　なお、当該工事の開札までに、新たな受注があり変更となる場合は発注者が修正することに同意します。

当該年度末完成工事受注額（分子） 円

過去５カ年度平均受注額（分母） 円

（用紙寸法　日本工業規格A4）

技
術
評
価
項
目
の
不
履
行

高
年
齢
者
継
続
雇
用

女
性
の
活
躍
支
援

地
域
精
通
度

地
域
建
設
業
経
営
環
境
　
※
1

減点項目

地域経済への波及

担い手の育成・確保

評価
比率

優
秀
技
術
者
表
彰

継
続
教
育

同
種
工
事
の
経
験

 
 
技
術
者
の
追
加
配
置

配置予定技術者

配
置
経
験評

価
項
目

雇
用
環
境
へ
の
取
組
み

維
持
増
進
活
動

そ
の
他

仕
事
と
家
庭
の
両
立
支
援

地域の守り手確保

資
格

新
規
の
雇
用

 
 
技
術
職
員
の
育
成
・
確
保

重

大

な

契

約

不

適

合

に

伴

う

補

修

（

損

害

賠

償
）

請

求

選択項目
優
秀
業
者
表
彰

工
事
成
績

選択項目

Ｉ
Ｓ
Ｏ
の
取
得

評価点事後審査方式　自己採点申請書

工　　　事　　　名 ：

会 社 （企業体） 名：

地域の安全安心 地域社会貢献

企業の施工能力

技
術
得
点

主
た
る
営
業
所
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（別紙）

申請者名

注 1 過去１０年間の工事箇所と同じ地域（（総合）振興局又は耕地出張所管内）での施工実績を記入すること。

2 「受注者名」欄は、受注実績が共同企業体の構成員としてのものである場合は、当該共同企業体の名称を記載すること。

3 工事施工実績を証明するものとして、コリンズ（工事実績情報サービス）の登録内容確認書（工事実績）の写しを添付すること。

4

5

（用紙寸法　日本工業規格A4）

 工       期

共同企業体としての実績の場合は、当該共同企業体の協定書及び経常建設共同企業体附属協定書のそれぞれの写しを添付すること。（対象は、出資比率20%
以上の場合のものに限る）

 工 　事　 名

 発注機関名

 施 工 場 所

工事実績は、（総合）振興局調整課又は農村振興課発注の 終請負金額５百万円以上の工事で、評価が も高くなると予想される工事を１つ選択し記載す
ること。

　　　　　年　　月　　日　～　　　　　年　　月　　日

 受 注 形 態 　単体　／　共同企業体 （出資比率％）

　（市町村名）

　
　
　
工
　
事
　
概
　
要

工
事
名
等

 契 約 金 額

地　域　精　通　度　に　関　す　る　調　書

 受　 注 　者　 名   主たる営業所所在地

 


